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(57)【要約】
　本願で提案するディジタル映写機は、多色偏光を発生
させる照明装置と、その光路上でその多色偏光から略テ
レセントリックな多色偏光ビームを発生させるレンズ素
子と、その多色偏光ビームを複数本のテレセントリック
な成分色光ビームに分割する色成分分離器と、それらの
成分色光ビームを変調して複数本の変調済成分色光ビー
ムを発生させる複数個の透光性空間光変調器と、それら
の変調済成分色光ビームを共通光軸沿いに再結合して変
調済多色光ビームを発生させる色成分結合器と、その変
調済多色光ビームを表示画面に向ける投射レンズと、を
備える。各透光性空間光変調器のエタンデュ値は、照明
装置のエタンデュ値に対して１５％以内の差に止め、或
いは照明装置のエタンデュ値より大きな値にする。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ａ）多色偏光を発生させる照明装置と、
　ｂ）その光路上でその多色偏光から略テレセントリックな多色偏光ビームを発生させる
レンズ素子と、
　ｃ）その多色偏光ビームを複数本のテレセントリックな成分色光ビームに分割する色成
分分離器と、
　ｄ）それらの成分色光ビームのうち１本目の光路上に配置されその成分色光ビームを変
調して１本目の変調済成分色光ビームを発生させる第１透光性空間光変調器と、
　ｅ）上記成分色光ビームのうち２本目の光路上に配置されその成分色光ビームを変調し
て２本目の変調済成分色光ビームを発生させる第２透光性空間光変調器と、
　ｆ）それらの変調済成分色光ビームを表示画面に向ける複数個の投射レンズと、
　を備え、第１及び第２透光性空間光変調器それぞれのエタンデュ値を照明装置のエタン
デュ値より大きくしたディジタル映写機。
【請求項２】
　請求項１記載のディジタル映写機であって、上記１本目の成分色光ビームを第１透光性
空間光変調器に向ける集光レンズを備えるディジタル映写機。
【請求項３】
　請求項１記載のディジタル映写機であって、第１透光性空間光変調器の表面にその対角
寸法が約５インチ以上の活性領域があるディジタル映写機。
【請求項４】
　請求項１記載のディジタル映写機であって、変調済成分色光ビーム合計での光束が５０
００ルーメン超のディジタル映写機。
【請求項５】
　請求項１記載のディジタル映写機であって、上記レンズ素子がフレネルレンズを含むデ
ィジタル映写機。
【請求項６】
　請求項１記載のディジタル映写機であって、変調済成分色光ビームのうち少なくとも１
本の光路上にもレンズ素子を備えるディジタル映写機。
【請求項７】
　請求項１記載のディジタル映写機であって、変調済成分色光ビームのうち少なくとも１
本の光路上に補償器を備えるディジタル映写機。
【請求項８】
　請求項７記載のディジタル映写機であって、その補償器と投射レンズの間に偏光検光器
を備えるディジタル映写機。
【請求項９】
　請求項７記載のディジタル映写機であって、成分色光ビームのうち少なくとも１本の光
路上にも補償器を備えるディジタル映写機。
【請求項１０】
　請求項１記載のディジタル映写機であって、変調済成分色光ビームのうち少なくとも１
本の光路上に偏向回転器を備えるディジタル映写機。
【請求項１１】
　請求項１記載のディジタル映写機であって、照明装置と光学的に結合したむら補正器を
備えるディジタル映写機。
【請求項１２】
　請求項１記載のディジタル映写機であって、照明装置がＬＥＤ、ＬＥＤアレイ、キセノ
ンランプ、レーザ及び水銀ランプのうち少なくともいずれかを有するディジタル映写機。
【請求項１３】
　請求項１１記載のディジタル映写機であって、そのむら補正器がレンズレットアレイを
有するディジタル映写機。
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【請求項１４】
　請求項１１記載のディジタル映写機であって、そのむら補正器がインテグレーティング
バーを有するディジタル映写機。
【請求項１５】
　請求項１記載のディジタル映写機であって、照明装置が、多色偏光のうち少なくとも一
部が通る偏向回転器を有するディジタル映写機。
【請求項１６】
　請求項１記載のディジタル映写機であって、色再現用の反射性色フィルタアレイを備え
るディジタル映写機。
【請求項１７】
　請求項１記載のディジタル映写機であって、透光性空間光変調器のうち少なくとも１個
が薄膜トランジスタを有する透光性液晶変調器であるディジタル映写機。
【請求項１８】
　請求項１７記載のディジタル映写機であって、その薄膜トランジスタが有機薄膜トラン
ジスタであるディジタル映写機。
【請求項１９】
　請求項１７記載のディジタル映写機であって、その薄膜トランジスタがカーボンナノチ
ューブを含むディジタル映写機。
【請求項２０】
　請求項１記載のディジタル映写機であって、照明装置がワイヤグリッド偏光器を有する
ディジタル映写機。
【請求項２１】
　請求項１０記載のディジタル映写機であって、その偏向回転器が吸光性偏光器であるデ
ィジタル映写機。
【請求項２２】
　請求項１０記載のディジタル映写機であって、その偏向回転器が反射性偏光器であるデ
ィジタル映写機。
【請求項２３】
　請求項１記載のディジタル映写機であって、多色偏光ビームの光路上に膜状の散光反射
性偏光器を備えるディジタル映写機。
【請求項２４】
　請求項１記載のディジタル映写機であって、成分色光ビームのうち少なくとも１本の光
路上に散光性光学部品を備えるディジタル映写機。
【請求項２５】
　請求項１記載のディジタル映写機であって、その透光性空間光変調器のうち少なくとも
１個の表面にその対角寸法が約１０インチ以上の活性領域があるディジタル映写機。
【請求項２６】
　請求項１記載のディジタル映写機であって、その透光性空間光変調器のうち少なくとも
１個が非晶質基板上に形成された透光性液晶空間光変調器であるディジタル映写機。
【請求項２７】
　請求項１記載のディジタル映写機であって、色成分分離器が、成分色光ビームを少なく
とも３本発生させ、透光性空間光変調器が、それら少なくとも３本の成分色光ビームを変
調し少なくとも３本の変調済成分色光ビームを発生させるため少なくとも３個あり、投射
レンズが、それらの変調済成分色光ビームを表示画面に向けられるよう少なくとも３個あ
るディジタル映写機。
【請求項２８】
　請求項１記載のディジタル映写機であって、透光性空間光変調器のうち少なくとも１個
が抗反射被覆を有するディジタル映写機。
【請求項２９】
　請求項１記載のディジタル映写機であって、照明装置から透光性空間光変調器までの光
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路長が、透光性空間光変調器のうち少なくとも２個の間で異なるディジタル映写機。
【請求項３０】
　請求項１０記載のディジタル映写機であって、その偏向回転器が積層偏光器を有するデ
ィジタル映写機。
【請求項３１】
　請求項１記載のディジタル映写機であって、投射レンズのうち少なくとも１個がアナモ
ルフィックレンズを含むディジタル映写機。
【請求項３２】
　請求項１記載のディジタル映写機であって、透光性空間光変調器のうち少なくとも１個
が塵埃阻止部材を有するディジタル映写機。
【請求項３３】
　請求項１記載のディジタル映写機であって、照明装置が管球ランプを有するディジタル
映写機。
【請求項３４】
　請求項３３記載のディジタル映写機であって、照明装置が、その管球ランプを側方から
結像させる部材を有するディジタル映写機。
【請求項３５】
　請求項１記載のディジタル映写機であって、照明装置が、その発光波長域が異なる少な
くとも２個のＬＥＤを有するディジタル映写機。
【請求項３６】
　請求項１記載のディジタル映写機であって、モータ、圧電アクチュエータ及びソレノイ
ドのうち少なくともいずれかを含むディザリングアクチュエータを少なくとも１個備える
ディジタル映写機。
【請求項３７】
　請求項３６記載のディジタル映写機であって、ディザリングアクチュエータのうち少な
くとも１個でワイヤグリッド偏光器を動かすディジタル映写機。
【請求項３８】
　請求項１記載のディジタル映写機であって、変調済成分色光ビームのうち少なくとも１
本の光路上にブルアフィルタを備えるディジタル映写機。
【請求項３９】
　請求項１記載のディジタル映写機であって、変調済成分色光ビームのうち少なくとも１
本の光路上にブルアフィルタを備えるディジタル映写機。
【請求項４０】
　請求項１記載のディジタル映写機であって、変調済成分色光ビームのうち少なくとも１
本の光路上に板状の偏向回転器を備えるディジタル映写機。
【請求項４１】
　請求項４０記載のディジタル映写機であって、その偏向回転器が光軸に対し傾斜を有す
るディジタル映写機。
【請求項４２】
　請求項１記載のディジタル映写機であって、成分色光ビームの光路上にシャッタを備え
るディジタル映写機。
【請求項４３】
　請求項１記載のディジタル映写機であって、透光性空間光変調器のうち少なくとも２個
が単一の現場可換ユニットとして実装されたディジタル映写機。
【請求項４４】
　請求項２記載のディジタル映写機であって、上記１本目の変調済成分色光ビームの光路
上に別の集光レンズを備えるディジタル映写機。
【請求項４５】
　請求項１記載のディジタル映写機であって、変調済成分色光ビームのうち少なくとも１
本の光路上に偏光器を備えるディジタル映写機。
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【請求項４６】
　請求項４５記載のディジタル映写機であって、その偏光器が吸光型偏光器又はワイヤグ
リッド偏光器であるディジタル映写機。
【請求項４７】
　請求項１記載のディジタル映写機であって、実装時の投射レンズ間隔を狭める潜望鏡構
造を少なくとも１個備えるディジタル映写機。
【請求項４８】
　請求項１記載のディジタル映写機であって、透光性空間光変調器のうち少なくとも１個
が磁性フォトニック結晶変調器であるディジタル映写機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は電子映写、特に複数枚の透光性光変調パネルを用いてフルカラー投射像を発生
させる電子映写機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ディジタルシネマや類似した電子表示方式の普及に伴い、電子映写機の開発に多大な関
心が集まりつつある。既存の劇場用フィルム映写機をディジタル映写機で置き換えるには
高水準の性能、即ち２０４８×１０８０ピクセル以上の高解像度、広い色域、５０００ル
ーメン以上の光束（輝度）、並びに１５００：１超のフレームシーケンシャルコントラス
ト比を達成しなければならない。
【０００３】
　他方、液晶デバイスは種々の分野で表示デバイスとして広く活用されている（ＬＣＤ）
。その用途は、モノクロキャラクタディスプレイからラップトップコンピュータ用ディス
プレイ、更には大型フルカラーディスプレイまで拡がっている。液晶デバイスは、周知の
通り、入射光の偏向状態をピクセル単位で選択的に変調し、それらピクセルのアレイとし
て像を発生させるデバイスであり、そのたゆみなき改良によって低価格化、歩留まり及び
信頼性の向上、並びに省電力化がとみに進んでいる。更には、その画像特性例えば解像度
、応答速度及び色特性も、順調に改良されている。
【０００４】
　こうした多ピクセル型液晶デバイスとしては様々な種類のものが知られているが、その
基本構造は次の二構造しかない。まず、第１の基本構造はマイクロディスプレイ構造であ
る。これは、半導体ウェハへの集積回路デバイス形成に使用されるものと類似した高密度
マイクロリソグラフィ技術によって、ピクセル制御機構を形成した構造である。この構造
を採る液晶デバイス即ちマイクロディスプレイデバイスには、ＬＣＯＳ(liquid crystal 
on silicon)方式の液晶デバイスやＨＴＰＳ(high temperature polysilicon)を用いる透
光性液晶デバイスがある。これらのデバイスでは、そのピクセル寸法が５０μｍ未満、通
常は８～２０μｍのオーダになる。次に、第２の基本構造は直視型液晶パネル構造である
。この構造を採るデバイスには、アモルファスシリコン（ガラス）等の透明基板上にＴＦ
Ｔ（薄膜トランジスタ）等からなるピクセル制御機構を形成した直視型ＴＦＴ液晶パネル
がある。このデバイスではピクセル寸法が可視寸法例えば約５０μｍになる。
【０００５】
　第１の基本構造を採る液晶デバイスのなかでは、その小型化が容易なＬＣＯＳデバイス
が一歩ぬきんでている。即ち、光変調用の液晶素材をシリコン回路支持基板上に封止した
空間光変調器を、マイクロリソグラフィ技術で超高密度形成できるという長所がある。Ｌ
ＣＯＳデバイスは、基本的には、液晶形成技術にＣＭＯＳ(complementary metal-oxide-s
emiconductor)製造プロセスを組み合わせたプロセスで製造できる。
【０００６】
　ＬＣＯＳデバイスには、高画質ディジタル映写機用空間光変調器として優れた点がある
。例えば、最大約１．７インチ対角という扱いやすい寸法のデバイスであり、ピクセル間
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遊休部分が狭く、製造歩留まりも高い（１インチ＝約０．０２５ｍ）。ＬＣＯＳ技術で製
造した液晶チップなら、例えば１平方インチ未満の画像発生領域で数百万個ものピクセル
からなる像を発生させることができる。また、ＬＣＯＳデバイスなら、割合にありきたり
なレベルのシリコンエッチング技術でも、十分に高応答速度且つ高解像度なものを高速生
産することができる。そのため、ＬＣＯＳデバイスは、例えば背面投射型テレビジョン装
置やビジネスユース映写機といった装置で、空間光変調器として用いられている。
【０００７】
　図１Ａに、従来のＬＣＯＳデバイス利用電子映写機１０の構成を、やや簡略化したブロ
ック図により示す。図中、その参照符号にｒ，ｇ，ｂの添え字が付されている部材は順に
赤色，緑色，青色の変調済光ビームを発生させるための光学部品であり、どの色の光路上
でも同様の光学部品が使用されている。例えば赤色光路上では、まず、赤色光源２０ｒか
ら出射された無変調赤色光が照度むら補正用のむら補正器（ユニフォマイザ）２２ｒによ
って補正される。偏向ビームスプリッタ２４ｒは、その無変調赤色光中の所定偏向成分を
空間光変調器３０ｒに送る。この変調器３０ｒは、入射してくるその赤色偏光ビームを部
位選択的に変調する。変調器３０ｒからの変調出力は、一群のピクセルからなるフルカラ
ー画像中の赤色成分を表している。この変調済赤色光ビームは光軸Ｏｒ沿いにスプリッタ
２４ｒを通過してダイクロイック結合器２６、例えばＸ－ｃｕｂｅ（商標）やＰｈｉｌｉ
ｐｓ（登録商標）プリズムに到達する。この結合器２６は、対応する光軸Ｏｒ，Ｏｇ，Ｏ
ｂに沿って到来する赤、緑、青各色の変調済光ビームを互いに結合させて変調済多色光ビ
ームを発生させる。投射レンズ３２は、この変調済多色光ビームを共通光軸Ｏに沿って表
示画面４０例えば投射スクリーン上に投射する。また、緑色光路や青色光路もこれと同様
の構成である。緑色光源２０ｇで発生した無変調緑色光ビームはむら補正器２２ｇでの補
正後に偏向ビームスプリッタ２４ｇを介して空間光変調器３０ｇに送られる。変調器３０
ｇで発生した変調済緑色光ビームは光軸Ｏｇ沿いに結合器２６に達する。同様に、青色光
源２０ｂで発生した無変調青色光ビームはむら補正器２２ｂでの補正後に偏向ビームスプ
リッタ２４ｂを介し空間光変調器３０ｂに送られる。変調器３０ｂで発生した変調済青色
光ビームは光軸Ｏｂ沿いに結合器２６に達する。
【０００８】
　なお、図１Ａに示した映写機１０と同じくＬＣＯＳデバイスを空間光変調器として使用
する電子映写機は、特許文献１（発明者：Shimomura et al.）、特許文献２（発明者：Ha
ttori et al.）、特許文献３（発明者：Ueda）、特許文献４（発明者：Maki et al.）特
許文献５（発明者：Oikawa et al.）、特許文献６（発明者：Sampsell et al.）、特許文
献７（発明者：Konno et al.）等にも記載されている。
【０００９】
　また、ＬＣＯＳ型液晶空間光変調器と同程度のデバイス寸法を有する空間光変調器とし
ては、透光性液晶を利用したマイクロディスプレイデバイスがある。その一例といえるの
は過日セイコーエプソン株式会社が発表したＨＴＰＳデバイスである。このデバイスは、
解像度が２０４８×１０８０ピクセルで対角寸法が１．６インチのデバイスであり、水晶
ウェハ上にリソグラフィエッチングで形成されている。その形成手順は従前のＬＣＯＳデ
バイス形成手順と同様である。
【００１０】
　次に、第２の基本構造を採る液晶デバイスとしては、液晶層を２枚の透明層例えばガラ
スシートで挟み込んだ液晶デバイス、即ち直視型液晶パネルと通称されラップトップコン
ピュータや大型表示装置の分野で広く用いられているデバイスがある。この種のデバイス
は、パネル本体の他に、冷陰極蛍光管、ＬＥＤ（発光ダイオード）等を光源として用いる
バックライトアセンブリ、並びに一群の光学部品及び光学膜を備えている。光学部品や光
学膜としては、パネル本体に入射する光のむら、偏向状態、角度分布等を改質するものが
使用される。ＴＦＴ技術のたゆみなき進歩によって直視型液晶パネルの性能向上も進み、
個々のガラス基板面に形成できるトランジスタの個数及び密度が飛躍的に増大向上したほ
か、薄くて応答時間が短い液晶層を形成できる新種の液晶素材が開発されたため、直視型



(7) JP 2009-538447 A 2009.11.5

10

20

30

40

50

液晶パネルの解像度や応答速度は高まっている。即ち、より大型でより応答速度、解像度
及び発色性能が高い直視型液晶パネルが生み出され、ディスプレイデバイスとして広く普
及しつつある。ただ、その開発の狙いは主にデスクトップディスプレイや家庭用テレビジ
ョン装置の性能向上に置かれている。
【００１１】
　前掲の各文献にも記されている通り、劇場向け映写機の開発では第１の基本構造を採る
ＬＣＯＳ型液晶空間光変調器に注目及び努力が集中しており、第１の基本構造を採る直視
型ＴＦＴ液晶パネルにはさほど注意や努力が払われていない。これにはかなり自明な理由
が多数ある。例えば、映写機の小型化には使用部品の小型化が必要だ、という観点がある
。この観点からは、ＬＣＯＳデバイス、ＤＭＤ(digital micromirror device)等といった
マイクロディスプレイデバイスを小型空間光変調器として採用することが、必須になって
くる。例えばＳＭＰＴＥ(Society of Motion Picture and Television Engineers)でまと
めたディジタルシネマ規格によれば、大型映写スクリーン上への映写に当たっては２０４
８×１０８０ピクセル、４０９６×２１６０ピクセル又はそれ以上での高解像度表示を行
わねばならない。高度にコンパクトなピクセル配置及び８～２０μｍ程度の小さなピクセ
ル寸法を有するＬＣＯＳデバイスならば、それを１個使用するだけで、大型映写スクリー
ン上にこの規格に則った解像度で画像を映写することができる。また、直視型液晶パネル
ではなくＬＣＯＳデバイスに関心が寄せられるのはなぜか、という点では、後者の方が現
状では性能的に優れているという理由がある。例えばその応答時間が４ｍｓｅｃ未満と短
いこと、色域が広いこと、コントラスト比が２０００：１を上回ること等である。なかで
も反射性ＬＣＯＳデバイスは、放熱器付なら照明光のエネルギ密度が多少高くても使用で
き、７０％超のＮＡ（開口率）を実現でき、また原則として色フィルタアレイやバックラ
イトアセンブリも必要ない。
【００１２】
　更に、映写機開発の労力をますます小型空間光変調器の開発に向けさせている事情とし
て、置き換え対象たるフィルムとの寸法相性がある。即ち、ＬＣＯＳ（又はＤＭＤ）型液
晶空間光変調器上に形成される画像発生領域のサイズが、映写用フィルムプリント上の映
写単位たる画像フレームのサイズに近いという事情である。映写機用光学系の設計を若干
でも容易にするのに、例えば既存のフィルム式映写機用光学系からの設計変更という手段
が使えるかもしれない。ただ、ＬＣＯＳ（又はＤＭＤ）型液晶空間光変調器に対するこう
した期待は、画像発生部品はより小さい方がよい、という一部技術者の思いこみと相俟っ
て生じているものである。即ち、開発者自身の思いこみがありきたりな根拠や需要と軌を
一にしているため開発者達の間に臆断が生じ、小型なＬＣＯＳ（又はＤＭＤ）型液晶空間
光変調器が高画質ディジタル映写用画像発生部品として最適であるかの如く思われている
。
【００１３】
　また、ウェハ利用型のデバイス構造を採るため小型化及び応答速度向上が可能であると
はいえ、ＬＣＯＳ（又はＤＭＤ）型液晶空間光変調器には、大画面映写機での使用を妨げ
る本質的な問題点も幾つかある。特に問題なのはその輝度及び効率が低いことである。画
像技術の分野で熟練を積まれた方々（いわゆる当業者）には周知の通り、およそどのよう
な光学系でも幾何光学的条件に拘束されるものであり、またそうした条件の一つとしては
エタンデュ値乃至ラグランジュ不変量によって記述される条件がある。エタンデュ値とは
光学系内の所与平面上での開口寸法を許容立体角に乗じたものであり、整合対称光学系で
はこの積はラグランジュ不変量と同じ値になる。不整合光学系や非対称光学系ではこの積
に拡がりがでるので、エタンデュ値としては、その光学系を光が透過できる最小値を使用
する。この点については非特許文献１を参照されたい。
【００１４】
　エタンデュ値やその代替量たるラグランジュ不変量は、ある直感的に明らかな原理につ
いての数値的指標になる。その原理とは、ある寸法の開口を通過しうる光の量はその開口
の寸法で制限される、という原理である。エタンデュ値の定義から明らかなように、小開
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口からの出射で高輝度を実現するには光出射範囲を角度的に拡げねばならないが、広角に
拡がる照明光を扱える光学系は複雑且つ高価になる。この問題について触れた文献として
は特許文献８（名称：テレセントリック光学系を用いた投射装置(Projection Apparatus 
Using Telecentric Optics)；発明者：Cobb et al.；特許権者：本願出願人）、特許文献
９（名称：空間光変調器を用いた投射装置(Projection Apparatus Using Spatial Light 
Modulator)；発明者：Cobb）並びに特許文献１０（名称：リレイレンズ及びダイクロイッ
ク結合器を伴う空間光変調器を用いた投射装置(Projection Apparatus Using Spatial Li
ght Modulator with Relay Lens and Dichroic Combiner)；発明者：Cobb et al.）があ
るが、これらはいずれも高密度ＬＣＯＳ液晶デバイスを使用した電子映写機についてのも
のであり、その対策法も、十分な出射光量が得られるよう空間光変調器のＮＡを高くする
ことで光学系内の要所で角度条件を緩和する、というものである。
【００１５】
　液晶デバイスには、更に、角度的に拡がった変調光を発生させにくいという問題もある
。照明光を広角にすることでそうした変調光を発生させようとすると、液晶デバイスを用
いた画像発生の仕組みや液晶素材に備わる複屈折性が災いし、発生する変調光のコントラ
スト比や色特性が悪くなる。コントラスト比を十分なレベルまで高めようとすると、往々
にして液晶デバイス近傍等に何個か補償器を組み込まねばならなくなるが、そのようにす
ると映写機の複雑さと価格が更に増してしまう。なお、特許文献１１（名称：ＬＣＤ用補
償膜(Compensation Films for LCDs)；発明者：Ishikawa et al.；特許権者：本願出願人
）には、ワイヤグリッド偏光器及び液晶デバイスにて発生する角度偏向効果を補償するた
め補償器を用いる例が記載されている。このように、ＬＣＯＳ液晶デバイス、ＨＴＰＳデ
バイス、ＤＭＤ等といったマイクロディスプレイデバイスには、部品の寸法や光路の幾何
形状に関する問題がある。
【００１６】
　画像発生部品には、開口面積や光の角度のほかにエネルギ密度制限という問題もある。
小型空間光変調器特に液晶空間光変調器が部品レベルで受け入れうるエネルギ密度は低く
、その上限を超える輝度を得ようとすると変調器自体が損傷しかねない。通常、無機アラ
イメント層付ＬＣＯＳデバイスではエネルギ密度の上限が１５Ｗ／ｃｍ2程度であり、従
ってその直径が１．３インチのＬＣＯＳデバイスなら約１５０００ルーメンが出射光束の
上限になる。とりわけ熱ビルドアップを防がないと画像にむらや色収差が発生し、その変
調器及び関連部品の寿命が損なわれる。即ち、熱ビルドアップが生じると例えば吸光性偏
光器の挙動が顕著に劣悪になるので、空間光変調器本体に対する効果的な除熱機構や、関
連する光学部品に対する注意深い技術的検討が必要になる。ただ、それらはやはり、コス
ト増及び光学系複雑化の原因になる。
【００１７】
　この問題に絡んで重視すべきことは、ウェハ型デバイス製造工程をより微細化して製造
歩留まり及び製造効率を高めよう、という流れが連綿と続いていることである。いうまで
もなく、液晶空間光変調器の開発もこの線で進められ、更なるコンパクト化及び小型化が
追求されている。これまでに開発された変調器のなかには、前世代変調器の約１．３イン
チ対角に比べ劇的に小さな約０．５インチ対角のものもある。しかしながら、エタンデュ
値乃至ラグランジュ不変量やエネルギ密度に関し、前述した問題点があるので、これ以上
に小型化を進めてしまうと、液晶デバイスを利用した大画面劇場用映写機の開発にはむし
ろ支障になる。それは、変調器の小型化が進むにつれ加速度的に、所要輝度を得ることが
難しくなるからである。更に、ピクセルが極端に小さくなり例えば８～２０μｍ程度にな
ると、よりピクセルが大きいデバイスでは画質に影響を与えないような小さな欠陥、例え
ば高々１～２μｍ程の欠陥でも、画質に対して大きな影響を与えるようになるので、欠陥
の大きさや製造歩留まりも問題になる。
【００１８】
　液晶デバイスには、更に、こうしたエタンデュ値由来の条件以外にＮＡ上の制限がつき
ものである。通常、液晶デバイスの開口はブラックマトリクスをパターニングすることに
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よって形成されており、そのブラックマトリクスは個々のピクセルの制御用トランジスタ
に対し入射光が悪影響を及ぼしコントラスト比が下がるのを防いでいる。しかし、ＨＴＰ
Ｓデバイスのような透光性デバイスでは、ブラックマトリクスがあると実効透光率が下が
り、ＬＣＯＳデバイスの約９０％より低い６０％以下までＮＡが下がる。透光性パネルで
あってもその寸法が十分大きく従ってピクセル面積が大きければ、多少ＮＡが低くても十
分な輝度を提供できるが、ＨＴＰＳデバイスのようなマイクロディスプレイデバイスでは
ピクセル寸法が小さすぎ、ＮＡが低いと大きな問題、例えば画質上の問題になる。即ち、
その幅が約４０フィート以上もあるのが普通の劇場用スクリーンのサイズに合わせ画像を
拡大すると、ＨＴＰＳデバイス程度のＮＡでは、スクリーンドア偽像が目立って発現して
くる（１フィート＝約０．３０ｍ）。加えて、ＨＴＰＳアレイ規模のマイクロディスプレ
イデバイスではその活性領域も狭いので、光源からその開口に入射する光を吸収して発熱
し、空間光変調器本体やその関連部品の性能に対し更なる悪影響が及ぶことがある。従っ
て、この種のデバイスを好適に使用できるのは、狭所向けディジタル映写機例えば検査室
向け映写機やビジネスプレゼンテーション用映写機だけであり、扱える光量が取扱所要光
量に対して不足するため一般の劇場では使用できない。即ち、劇場で使用するには、普通
のサイズのスクリーンでも最低１００００ルーメンの光量が必要であり、最大サイズのス
クリーンなら最低６００００ルーメンの出射光束が必要になる。この条件は厳しく、液晶
型マイクロディスプレイデバイス例えば２インチ対角未満のＬＣＯＳデバイスやＨＴＰＳ
デバイスで達成できる物理的限界を超克している。この限界を乗り越えるには、熱その他
の要因への並はずれた補償手段が必要になり、それは映写機価格をひときわ押し上げる要
因になる。
【００１９】
　また、従来の映写機用光学系では、集光によってそのビーム幅をできるだけ細めてから
、照明光ビームを色成分分離器や変調器に送り込むのが普通であった。こうしたやり方が
好まれていたのは、レンズ、フィルタ、偏光器等の光学部品を小型化でき、光の補正、分
岐、変調及び再結合に関わる光学系全体をコンパクトにまとめられるためである。例えば
図１Ａに示した従来のＬＣＯＳ利用映写機でも、照明先たるＬＯＣＳ型液晶空間光変調器
が小さいため照明光ビームを細く絞る必要がある。
【００２０】
　しかし、そのようにすると、従来のＬＣＯＳ利用映写機では輝度上の問題が大きくなる
。即ち、前述の通りラグランジュ不変量による制限が課されているので、ビーム幅（ビー
ム横断面積）が小さいと十分な光量を得ることができない。照明光ビームを広角にしたと
しても、色成分分離器や色成分結合器で使用しているダイクロイック被覆（波長選択膜）
によるスペクトルエッジシフト効果が角度の関数であるため、画質の低下が生じてしまう
。光路上の要所で光ビームを拡幅／狭窄するにしても、各色光路上で照明光ビーム及び変
調済光ビームを拡幅／狭窄するための補正用光学部品例えばレンズを差し挟まねばならな
い分、光学系の構成が複雑になりコストがかかってしまう。例えば図１Ｂに示す従来技術
では、広い角度範囲から入射するようそのＬＣＯＳデバイスへの入射光を集光する一方、
その前後で角度的な拡がりを抑えてダイクロイック被覆のスペクトルエッジシフト効果を
減らしまた応答速度を高めている。しかし、こうした従来の光学系を利用し高輝度カラー
電子映写機を実現しようとしても、使用する光学部品が多い分出射光が減り、画質と出射
光強度のトレードオフが生じるので、それはかなり難しいことである。従来技術ではこの
トレードオフを避けることができない。
【００２１】
　また、ローエンドのＬＣＯＳ利用電子映写機は既に広く市販されている。市販されてい
るのは、その出射光束が１０００ルーメン程もあればよい家庭用背面投写型テレビジョン
装置や、ほどほどの光学効率及び出射光束並びに許容できる画質を低コストで実現できれ
ばよいビジネスプレゼンテーション用映写機である。画面輝度及び画質をフィルム式映写
機並みに高めるよう求められてはいるが、それを達成するには厳しいトレードオフを克服
しなければならない。まず、１０％未満という低い光学効率を補うため、従来の液晶利用
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電子映写機では非常に明るい照明装置を用いる必要がある。例えば三洋電機株式会社製の
映写機ＰＬＶＨＤ２０では、セイコーエプソン株式会社製の１．６インチ対角ＨＴＰＳ液
晶チップを用いた液晶マイクロディスプレイデバイスを、３００ワットＵＨＰランプを４
個も用いて照明し、その変調光の光束を７０００ルーメンに高めている。低出力ランプを
複数個用いるのはエタンデュ値を大きくすることなく出射光強度を高めるためである。即
ち、アークランプの出力を大きくするためそのアークギャップを拡げると、出力だけでな
くエタンデュ値（照明装置側エタンデュ値）も増大し、しかもその増大が出力増大より急
に進むためである。同じ理由で、ソニー株式会社製の映写機ＳＲＸ－Ｒ１１０でも、１．
５５インチサイズのＬＣＯＳ型マイクロディスプレイデバイスを２個の高価な２．０ｋＷ
光源で照明して１００００ルーメンの出射光束を達成している。しかしながら、これらの
映写機はいずれもそのランプ出力が液晶空間光変調器に対し不釣り合いで、熱、コスト及
び光源寿命に関わる問題をもたらしている。例えば、高エネルギ密度に耐え所要輝度を達
成しようとすると、照明光路上及び変調光路上に設ける光学部品が高価なものになってし
まう。安価な吸光性偏光器ではなくて高価なワイヤグリッド偏光器を用いざるを得ない、
といった具合である。このように、従来の映写機では、所要出射光束を得るのに、高性能
だが高価な光学部品を使用するか、或いは安価だが低性能な光学部品を複数個使用すると
いう途を採るほかなかったが、いずれもその信頼性が低くコストが嵩むものであった。
【００２２】
　更に、電子映写機では、個々の成分色乃至スペクトル帯域を別々に変調し、変調後の光
を再結合してフルカラー画像を生成するのが普通である。変調済の光ビームを色別に設け
た投射光学系例えば投射レンズアセンブリで個々に投射し投射先画面上で直に再結合させ
てもよいし、変調後に光ビーム同士を再結合させ１個の投射レンズアセンブリで投射する
ようにしてもよい。後者の場合には、各成分色間で光路長を等しくしなければならない。
従来における光路長等化方式としては、特許文献１２（名称：光路長等化型表示システム
(Display System with Equal Path Lengths)；発明者：McKechnie et al.）に記載のもの
や、特許文献１３（名称：成分色間光路長等化型三連レンズ式投射表示装置(Triple-Lens
 Type Projection Display with Uniform Optical Path Lengths for Different Color C
omponents)；発明者：Tiao et al.）に記載のものがある。
【００２３】
　以上のように、ＬＣＯＳデバイスやＨＴＰＳデバイスといった液晶マイクロディスプレ
イデバイスを用い高輝度映写機を実現することは困難であるので、大きな直視型液晶パネ
ルを用い実現することを考えた方がよい。直視型液晶パネルの解像度、コントラスト比及
び応答速度はかなり改善されてきており、以前に比べたらマイクロディスプレイデバイス
に代替できる見込みが強まっている。ただ、現在製造されている直視型液晶パネルはフラ
ットパネルディスプレイ用のものであるので、そのまま高輝度映写機で使用することは望
ましくない。例えば、ＴＦＴ液晶のパネルに吸光性偏光器を直付けした品が広く製造され
ているが、これは画質に悪影響がある。即ち、吸光性偏光器では入射光のエネルギのうち
約２０％以上も吸収し発熱するので、その熱によって液晶層が加熱されときとしてパネル
全面にむらやコントラスト比損失が発生する。
【００２４】
　同様に、専らデスクトップモニタやテレビジョン装置で用いられる高速高コントラスト
比液晶パネルには、多くの場合吸光性色フィルタアレイが内蔵されている。このアレイは
この用途で要求される発色性能を実現のに役立つが、同じく吸光により発熱してむら乃至
偽像を発生させデバイスに損傷も与える点で、高輝度映写機用としては望ましくない。更
に、医療用高解像度白黒表示パネルもあるが、放射線撮影で得られた静止画の表示を主た
る用途としているため普通は低応答速度である。また、その応答速度を高めて動画をより
好適に表示できるようにした新種の表示パネルも開発されており、なかでも応答時間を２
ｍｓオーダまで短縮できるＯＣＢ（登録商標）モードがその代表格であるが、これはフラ
ットパネルディスプレイを念頭に置いて開発されたものである。フィールドシーケンシャ
ルカラー照明を実行して直視型液晶パネルのバックライトコストを抑えることや、高価な
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色フィルタアレイを不要にしてパネルコストを抑えることができるとはいえ、高輝度ディ
ジタル映写機での使用はまだ可能になっていない。
【００２５】
　直視型ＴＦＴ液晶パネルを代わりに用いた映写機は他にも何種類か提案されているが、
それらの多くは特定用途専用のものであり、ハイエンドディジタル映写機向けに開発され
たものではない。例えば特許文献１４（発明者：Cobben et al.）に記載のオーバヘッド
プロジェクタでは、投射する画像をＴＦＴ液晶パネルで発生させている。特許文献１５（
発明者：Haven）に記載の背面投写型テレビジョン装置では、１個のＴＦＴ液晶パネル上
をＲＧＢ（赤、緑及び青）各色用に分割してその色の光源で照明し、色別に設けた投射レ
ンズで投射させている。特許文献１６（発明者：Gotham et al.；特許権者：本願出願人
）に記載の低価格ディジタル映写機では、大画面液晶デバイスをスタンド内に設置して上
下方向のスペースを節約している。これらの例は、いずれも大型液晶パネルを変調に用い
画像を発生させる装置ではあるが、高解像度動画投射向けに構成されたものではない。即
ち、十分な量の光束を提供できるものでもないし、従来のフィルム式映写機に比肩する発
色性能や看取に耐えるコントラスト比等、全体として上映に適する総合画質を提供できる
ものでもない。つまるところ、これらの文献で提案されているどの装置も、従来の劇場用
映写機と比べられるようなものではない。
【００２６】
　ＴＦＴ液晶パネルを用いる映写機は、更に特許文献１７（名称：液晶投射ディスプレイ
(Liquid Crystal Projection Display)；発明者：Ogino et al.）でも提案されている。
この文献に記載の映写機は、１個又は複数個のフレネルレンズによって平行光化した照明
光を液晶パネルに入射させ、またそれとは別のフレネルレンズを集光器として用い投射光
学系に光を送る構成である。その照度むらが補正された大断面積の照明光ビームを提供で
きるので、前述したラグランジュ不変量についての議論によれば、この文献に記載の映写
機なら出射光の強度を高めることができる。但し、この文献に記載の映写機では、１枚の
白黒液晶パネルをＲＧＢの三原色で共用する構成、即ち照明光の色を順繰り且つ高速に切
り替えてＲＧＢ各色の変調光を得る構成を採っている。従って、この映写機では、発色が
うまくいかないこともあろうし、色別フレームの順繰り切替の速度が足らず動偽像が発生
することもあろう。従って、特許文献１７に記載の色別順繰り投射方式は、テレビジョン
サイズ映写機や小型映写機で採用するには不足がなくても、５０００ルーメン以上の大光
束出射光を発生させねばならない高解像度映写機で採用するには、性能水準的にまだまだ
不足である。
【００２７】
　更に、指揮管制センター向けの直視型ＴＦＴ液晶パネル利用映写機が、特許文献１８（
名称：複数個のアークランプ及びフライズアイレンズアレイ光ホモジナイザを用い多色光
を液晶ディスプレイに送る画像投射システム(Image Projection System With Multiple A
rc Lamps and Flyseye Lens Array Light Homogenizer Directing Polychromatic Light 
on a Liquid Crystal Display)；発明者：Clifton et al.）にて提案されている。この映
写機は、１５インチ対角の色フィルタ付ＴＦＴ液晶パネルを光変調器として用いており、
６７インチ対角の画面上に投射することができる。その狙いは、コントラスト比損失なし
で画面輝度を向上させることであり、その手段としては、複数個の光源と複数個の反射面
を適宜組み合わせて実現した小型高効率光源を使用している。即ち、その照明装置を構成
している複数個の光源からの出射光を、風車型に配置した鏡によって互いに結合させるこ
とによって、液晶パネルに対しほぼ法線方向（最適コントラスト比方向）から照明光が入
射するよう液晶パネルに対する照明光の入射角を抑え、ひいては映写機のコントラスト比
を補償膜なしで高めている。また、この文献に記載の映写機では、コントラスト比が更に
高まるよう直視型液晶パネルに工夫を施し、従来のパネルで必要であった広視野角膜を廃
している。更に、この文献には、直視型液晶パネルに対する照明光入射方向をパネル法線
方向からずらし、液晶素材に元々ある光変調特性を活用してコントラスト比を更に高める
手法も記載されている。直視型液晶パネルへの入射側で照明光の方向をずらした分は、そ
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のパネルの出射側にフレネルレンズを設けて補償することができる。
【００２８】
　しかしながら、このように刮目すべき手だてを採ったにもかかわらず、特許文献１８に
記載の映写機で達成される効率はまだまだ低水準であり、またコントラスト比は高まった
がその輝度は対ディジタル映写機要求輝度に達していない。特に、この文献に記載の映写
機では、大型液晶パネルを用いることで大きくなるエタンデュ値を有効利用していない。
しかも、その構成部品のなかには画質に悪影響を及ぼしかねないものがある。例えば液晶
パネルの前面にある出射光用フレネルレンズは、この文献に記載の通りＳＸＧＡレベルの
解像度で使用するなら問題ないが、最低でも２０４８×１０８０ピクセルの解像度と５０
００ルーメンの光束が求められる映写機では、顕著なコントラスト比低下や偽像の発生原
因になる。使用するアークランプのアークギャップが７ｍｍ未満だと、液晶パネルを２イ
ンチ対角まで小さくしても高効率が得られない。更に、この文献に記載の単一パネルカラ
ー／白黒映写機ではカラー表示をうまく行えない。例えば普通の吸光性色フィルタアレイ
を使用すると、高輝度映写機では問題が発生しかねないし、色分解シーケンシャル投射方
式を使用すると、動偽像が発生することとなりかねない。加えて、液晶パネルの性能向上
が進み、その総コントラスト比も高まっているため、この文献に記載されている手法のう
ち補償膜を廃してコントラスト比を高める手法や照明光入射方向をずらす手法は、最早そ
の必要性を失っている。
【００２９】
　このように、画像形成にＬＣＯＳデバイスを使用するディジタル映写機が既に何種類か
提案されているが、そのために小型ＬＯＣＳデバイスを使用するのでは、原理上、光束及
び効率を十分に高めることができない。他方の直視型ＴＦＴ液晶パネルは、ＬＣＯＳデバ
イスよりエタンデュ値を大きくすることができるのでＬＣＯＳ液晶利用時に比べ光束を増
やせる可能性があるが、これまでに提案されているＴＦＴ液晶パネル利用映写機ではまだ
不足である。即ち、その効率が期待水準より低く、所要輝度も得られておらず、ＳＭＰＴ
Ｅがディジタル映写機認証に際し課すであろうコントラスト比、色むら、色域及び解像度
の付加要件も満足していない。
【００３０】
　ＳＭＰＴＥは、現在、ディジタル映写機認証に関する一連の規格を策定中である。その
根幹をなす条件は、ＤＣＩ(Digital Cinema Initiative)と呼ばれる動画スタジオコンソ
ーシアムにて作成されたものである。ＤＣＩでは、重要な性能パラメタとして、コントラ
スト比、ピクセル解像度、画面輝度、ＡＮＳＩ（米国規格協会）コントラスト比、並びに
色域及び偽像発生率の許容値を定めている。これらの規格と自由競争市場がディジタル映
写機に対し要求しているのは、２０００：１オーダのシーケンシャルコントラスト比を色
シフトなしで達成すること、大半のスクリーン上に約１００００ルーメン以上の光束を提
供できること、並びに２０４８×１０８０又は４０９６×２１６０のピクセル数で表示で
きることである。
【００３１】
　映画興行事業は、そもそも家庭内映写や普通の事業所内での映写とは異質なものであり
、従来からフィルム、フィルム式映写機及び有償配給システムを軸に成り立っていた。有
償配給システムとは、様々な映画制作会社から作品の配給を受ける代わりに映画館が券売
収入の一部を支払うシステムである。こうした経営が成り立つのは、技術革新が少ないた
め劇場設備の償却に概ね１０～３０年もかけることができ、また故障した機械部品の交換
や定期的なランプ交換があるだけで保守点検がほとんど必要ないからである。その損益分
岐点は、映写機用ランプのワット数と映画配給元への支払い額との関係で決まる。
【００３２】
　ディジタル映写機はこのビジネスモデルを一変させるものであり、その採用にはやや値
の張る劇場用設備の導入が必須になる。既存のマイクロディスプレイデバイス利用映写機
でディジタル映写を行う場合、高性能だが高価な部品を使用する関係上、フィルム式映写
機に比べ３倍ものコスト高になる。更に、昨今のディジタル映写機がどの程度保つかは未
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知数であるが、ディジタルテレビジョン装置、コンピュータ、通信機器等の電子機器での
実績を踏まえると、恐らくは従来のフィルム式映写機より短命で５～１０年程度の寿命に
なるであろう。既存の電子映写機における技術的陳腐化の進み方や部品故障の生じやすさ
、収益上の不安を引き起こしている。従って、ディジタル映写機がフィルム式映写機と肩
を並べるものであると早期に認めさせるには、コストメリット、出射光量及び光学的効率
の各面で顕著な前進を得る必要があろう。
【００３３】
【特許文献１】米国特許第５８０８７９５号明細書
【特許文献２】米国特許第５７９８８１９号明細書
【特許文献３】米国特許第５９１８９６１号明細書
【特許文献４】米国特許第６０１０２２１号明細書
【特許文献５】米国特許第６０６２６９４号明細書
【特許文献６】米国特許第６１１３２３９号明細書
【特許文献７】米国特許第６２３１１９２号明細書（Ｂ１）
【特許文献８】米国特許第６７５８５６５号明細書（Ｂ１）
【特許文献９】米国特許第６８０８２６９号明細書（Ｂ２）
【特許文献１０】米国特許第６６７６２６０号明細書（Ｂ２）
【特許文献１１】米国特許第６８３１７２２号明細書（Ｂ２）
【特許文献１２】米国特許第４８６４３９０号明細書
【特許文献１３】米国特許第６４３１７０９号明細書（Ｂ１）
【特許文献１４】米国特許第５８８９６１４号明細書
【特許文献１５】米国特許第６６３７８８８号明細書（Ｂ１）
【特許文献１６】米国特許第６５０５９４０号明細書（Ｂ１）
【特許文献１７】米国特許第５７５８９４０号明細書
【特許文献１８】米国特許第６９２４８４９号明細書（Ｂ１）
【特許文献１９】米国特許第６４５２７２４号明細書（Ｂ１）
【特許文献２０】米国特許第６５８５３７８号明細書（Ｂ２）
【特許文献２１】米国特許出願公開第２００６／００６１８６２号明細書（Ａ１）
【特許文献２２】米国特許第６９３０７９７号明細書（Ｂ２）
【特許文献２３】米国特許第７１９８３７３号明細書（Ｂ２）
【非特許文献１】"Polarization Engineering for LCD Projection," by Michael G. Rob
inson, Jianmin Chen, Gary D. Sharp, John Wiley& Sons Ltd, England, 2005, page 41
【非特許文献２】"Projection Displays" p.244, eq. 11.3
【非特許文献３】"Projection Display Throughput: Efficiency of Optical Transmissi
on and Light Source Collection," by F. E. Doany et al. in IBM J. Research Develo
pment Vol. 42, No. 3 / 4 May/July 1998, pgs.387-399
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００３４】
　このように、今求められているのは、ディジタルシネマ水準の性能を有するフルカラー
映写機を液晶デバイスの有効活用により実現すること、それも低コストで光学的効率が高
く且つ総合的な光スループットがよいものを実現することである。
【課題を解決するための手段】
【００３５】
　このような要請に応えるため、本発明の一実施形態に係るディジタル映写機は、多色偏
光を発生させる照明装置と、その光路上でその多色偏光から略テレセントリックな多色偏
光ビームを発生させるレンズ素子と、その多色偏光ビームを複数本のテレセントリックな
成分色光ビームに分割する色成分分離器と、それらの成分色光ビームを変調して複数本の
変調済成分色光ビームを発生させる複数個の透光性空間光変調器と、それらの変調済成分
色光ビームを共通光軸沿いに再結合して変調済多色光ビームを発生させる色成分結合器と
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、その変調済多色光ビームを表示画面に向ける投射レンズと、を備える。各透光性空間光
変調器のエタンデュ値は、照明装置のエタンデュ値に対して１５％以内の差に止め、或い
は照明装置のエタンデュ値より大きな値にする。
【発明の効果】
【００３６】
　本発明の特徴の一つは、既存の映写機で使用されている小型液晶デバイス例えばＬＣＯ
Ｓデバイスに代え、より大きなＴＦＴ液晶パネルを用いてハイエンド電子映写機を実現で
きる点にある。
【００３７】
　そのため、本発明によれば、５０００ルーメン以上の光束を有する投射像を得ることが
できる。また、様々な種類の光源を使用できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３８】
　以下、上述のものもそれ以外のものも含め、いわゆる当業者が理解できるよう詳細に、
また本発明の実施形態を示す図面を参照しつつ、本発明の構成及び効果について説明する
。
【００３９】
　なお、本発明の構成要件については別紙特許請求の範囲を参照されたい。以下の説明及
び別紙図面は、本発明をより好適に理解頂くためのものである。
【００４０】
　また、本明細書における説明は、本発明に係る装置の構成要素やその装置に密接な関連
を有する要素についてのものであり、本明細書で明示説明していない要素についてはいわ
ゆる当業者にとり周知の様々な形態を採りうるのでご理解頂きたい。
【００４１】
　ＳＭＰＴＥは、現在、ディジタル映写機認証に関する一連の規格を策定中である。その
根幹をなす条件は、ＤＣＩと呼ばれる動画スタジオコンソーシアムにて作成されたもので
ある。ＤＣＩでは、重要な性能パラメタとして、コントラスト比、ピクセル解像度、画面
輝度、ＡＮＳＩコントラスト比、並びに色域及び偽像発生率の許容値を定めている。これ
らの規格と自由競争市場がディジタル映写機に対し要求しているのは、２０００：１オー
ダのシーケンシャルコントラスト比を色シフトなしで達成すること、大半のスクリーン上
で約１００００ルーメン以上の光束を提供できること、並びに２０４８×１０８０又は４
０９６×２１６０のピクセル数で表示できることである。
【００４２】
　本発明では、例えば大型ＴＦＴ液晶パネルを空間光変調器として用い高輝度ディジタル
映写機を構成する。大型ＴＦＴ液晶パネル以外の大型透光性パネルを用いることもできる
。例えばＰａｎｏｒａｍａ　Ｌａｂｓ　Ｉｎｃ．が開発しＭＰＣ（磁性フォトニック結晶
）パネルと呼ばれている磁気光学的偏向スイッチング利用型表示パネル等である。小型Ｌ
ＣＯＳデバイス又は小型透光性液晶パネルを使用する従来のディジタル映写機と異なり、
本発明で変調器として使用するのは大型透光性パネル、例えば少なくとも約５インチの対
角寸法を有する液晶パネル乃至ＭＰＣパネルである。液晶やＭＰＣからなる大型透光性パ
ネルはその面積が広い分多くの光を受光できるので、背景技術の欄で説明したエタンデュ
値乃至ラグランジュ不変量原理によれば出射光量も多くなる。また、本発明の実施に必要
な光学部品（レンズや鏡）の点数は少なく、それら光路上の光学部品をより緩慢な（光の
絞り方が緩い）ものにすることができる。照明光ビームも変調済光ビームもより太くなる
ので、ダイクロイック面性能を損なうことなしに、また従来の高輝度映写機につきもので
あった急峻で（光の絞り方がきつくて）複雑な構成の光学系を使用することなしに、輝度
を高めることができる。ＬＣＯＳデバイス等のマイクロディスプレイデバイスを用いた映
写機と違い、個々の変調用液晶乃至ＭＰＣパネルのエタンデュ値は、照明装置側エタンデ
ュ値に密に整合させることやより大きな値にすることができる。
【００４３】
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　図２に本発明の一実施形態に係る大画面高輝度投映用映写機５０を示す。この映写機５
０を構成する光学部品の点数は背景技術の欄で説明した従来の映写機と比べ少なく、ＬＣ
ＯＳ型空間光変調器、小型透光性液晶型空間光変調器等のマイクロディスプレイデバイス
を使用する従来の映写機に比べその構成はより簡素だがより高い輝度を実現できる。例え
ば、図１Ｂに示した特許文献８記載の従来システムのように、マイクロディスプレイデバ
イスからの光を中間結像させるリレイレンズを用い投射レンズの構成を簡素化する必要も
、またその作動距離が長く且つそのＦナンバーが小さな光円錐をもたらす投射レンズを用
いる必要もないので、投射光学系をより簡素且つ非常に安価なものにすることができる。
また、その色成分分離器及び偏光器で高エネルギ且つ広角の光を偏向むらなしに処理する
ため値の張る特殊ガラスやワイヤグリッド偏光器を用いる必要もない。加えて、従来の映
写機では、マイクロディスプレイデバイスや偏光器（の一部）を十分に冷却しないと高エ
ネルギ光を扱えなかったが、それに類する懸念はない。
【００４４】
　図２に実施形態として示した映写機５０は、照明装置２８、色成分分離器７６、色別変
調系９０、色成分結合器９２及び投射レンズ７０を備えている。その照明装置２８は、む
ら補正された偏光を出射する多色光源２０と、その偏光をテレセントリック化してテレセ
ントリックな多色偏光ビームを発生させるテレセントリックレンズ６２とを備え、その偏
光ビームを変調器用ひいては表示用の照明光として出射する。低温鏡５２は照明光路を屈
曲させ、その光路に沿ってその多色偏光ビームを色成分分離器７６に送る。
【００４５】
　その色成分分離器７６は第１ダイクロイック面５４を有している。この面５４は、テレ
セントリックな多色偏光ビームをスペクトル分割し、第１波長域成分例えば青色域に属す
る成分を反射させてテレセントリックな青色光ビームとして第１空間光変調器６０ｂに送
る一方、他の成分を透過させて第２ダイクロイック面５６に送る。面５６はその透過光を
更にスペクトル分割し、第２波長域成分例えば緑色域に属する成分を反射させてテレセン
トリックな赤色光ビームとして第２空間光変調器６０ｇに送る一方、他の成分を透過させ
て反射面５８又はそれに代わるダイクロイック面に送る。面５８は第３波長域成分に属す
るその成分を反射させ第３空間光変調器６０ｒに送る。変調器６０ｂ、６０ｇ及び６０ｒ
では、送られてきたテレセントリックな成分色光ビームを変調し、それによって発生させ
た変調済成分色光ビームを色成分結合器９２に送る。結合器９２では、それらの変調済成
分色光ビームを、ダイクロイック面６８及び７２によって共通光軸Ｏ沿いに再結合させる
。反射面６４及び６６は、光路を屈曲させて再結合用のダイクロイック面６８及び７２に
向ける面である。再結合によって生じた変調済多色光ビームは共通光軸Ｏの延長線上にあ
る投射レンズ７０に送られる。その投射レンズ７０は例えば図８及び図９に示した構造の
レンズであり、送られてくる変調済多色光ビームを図示しない表示画面４０（図１Ａ、図
１Ｂ及び図８参照）上に投射する。
【００４６】
　図３（ブロック図）及び図４（斜視図）に、図２に示した映写機５０に適用される寸法
関係及び位置関係を示す。図４に示すように、照明光路上に光路屈曲用の反射面１０２を
設けてもよい。
【００４７】
　特記すべきことに、図２～図４に示した構成の映写機５０では、照明装置２８内のテレ
セントリックレンズ６２から投射レンズ７０へと強い光を導く光路上に光学部品を差し挟
む必要がない。空間光変調器６０に付随するフレネル視野レンズや、漏洩光を抑えるアパ
ーチャ等を設けてもかまわないが、それ以外にレンズ６２・７０間光路にレンズ等を追加
する必要がないので、その構成が簡素で軽量な高輝度映写機を、従来より低コストで製造
することが可能になる。
【００４８】
　効率とエタンデュ値の検討
　背景技術の欄で述べた通り、従来のＬＣＯＳ型マイクロディスプレイデバイス利用電子
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映写機は、その効率が低く１０％にも達しないのが普通であった。これはエタンデュ値に
より記述される幾何光学的条件によるものであり、複数個のランプを用いて照明出力を高
め輝度を上げようという試みも出射光増強にはあまり効果がなかった。
【００４９】
　マイクロディスプレイデバイス利用映写機に適用される幾何光学的条件はエタンデュ値
についての簡単な計算で検証できる。例えば、その寸法が１．２インチ即ち３０．４８ｍ
ｍ対角、アスペクト比がディジタルシネマフォーマット規格値即ち１．９：１の変調用方
形マイクロディスプレイパネルを作成し、それをＦナンバー＝ｆ／２の光円錐で照明した
とする。このパネルのエタンデュ値Ｅは、非特許文献２に記されている通り、次の式
　Ｅ＝πＡ／｛４（ｆ／＃）2｝　　　（１）
で計算することができる。この式中、Ａはパネルの面積であり、ｆ／＃は照明光円錐のＦ
ナンバーである。
【００５０】
　この式に上掲の数値を入れるとエタンデュ値Ｅは０．１２平方インチ・ｓｒ即ち７５ｍ
ｍ2・ｓｒになる。これは、映写機内光源から得られるエタンデュ値の上限を表している
。実際にはｆ／２というＦナンバーは急峻すぎるので、約ｆ／２．３又はそれより若干急
峻な程度の値が実用上の上限であろう。更に、後に例示する通り、光学系の効率を求める
際にはＮＡ性損失も考慮しなければならない。ＮＡ性損失とは面積Ａひいてはエタンデュ
値ＥがＮＡ倍に減ることをいう。マイクロディスプレイデバイスのＮＡは通常は０．６０
～０．９０であるので、エタンデュ値Ｅの計算値が上記の如く７５ｍｍ2・ｓｒなら、Ｎ
Ａ性損失を勘案した実際の値は、普通はおよそ４５～５３ｍｍ2・ｓｒしかない。
【００５１】
　こうしたマイクロディスプレイデバイスを用いたときのスループット効率に対し、より
大きな直視型ＴＦＴ液晶パネル或いはＭＰＣパネルを用いたときのスループット効率が大
差を有していることは、空間光変調器対角寸法に対する理論スループット効率の関係をプ
ロットすればわかる。図１４のグラフは、空間光変調器対角寸法を約１．３～２０インチ
の範囲内で切り替えてスループット効率の変化を調べた結果を示している。図中、４本の
曲線はそれぞれそのＦナンバーがｆ／２、ｆ／４、ｆ／６又はｆ／８の光学系についての
ものである。前述の通りｆ／２の光学系はほとんど実用的でなく、むしろｆ／８未満の緩
慢な光学系例えばｆ／１６の光学系の方が実用的である。ｆ／１６の光学系についての曲
線も、図示例と基本的には同じパターンになる。また、図中の縦破線は５インチ対角を表
す線であり、本発明を実施する際にはこの線から右側の領域に属するパネルを変調器とし
て使用する。それは、この寸法未満ではスループット効率が低いため、とりわけ緩慢な光
学系では劇的に下がるためである。約５インチ対角以上の最適寸法パネルなら、そのＦナ
ンバーがｆ／８といった緩慢な光学系を用いたときでも７０％以上のスループット効率が
得られる。
【００５２】
　Ｆナンバーが小さい緩慢な光学系を用いると、ダイクロイック被覆利用光学部品にて入
射角依存性の色シフト及びコントラスト比変化が生じるという従来からの問題を、より容
易に解決することができる。即ち、複数枚の薄膜からなる積層型ダイクロイック被覆では
、光の入射角によってスペクトルエッジが偏倚し、入射角増大につれ普通は約２ｎｍ／度
の割合で低下する。また、従来から、こうしたダイクロイック被覆を用い偏向性光学部品
例えばビームスプリッタを形成することもしばしば行われている。そうした部品ではやは
り入射角増大につれコントラスト比が低下していく。これらの問題を比較的容易に解決で
きるのに加え、場合によっては、Ｆナンバーをｆ／８から更に小さくすることで変調器側
エタンデュ値（空間光変調器におけるエタンデュ値）を加増すること、即ち照明装置から
より多く採光しより明るい画面にすることができる。
【００５３】
　また、Ｆナンバーが小さな光学系を用いつつ映写機の効率を高めるには、照明装置側エ
タンデュ値と変調器側エタンデュ値を整合させること、即ち前者を後者と近い値又は後者
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より小さな値にすることが望ましい。しかし、マイクロディスプレイデバイスを用いた従
来の映写機では、こうしたエタンデュ値整合を実現するとしたら非常に小さな光源が必要
になり、ひいては提供可能光量（画面に到達する光束の量）が限られてしまう。これを補
うには光源の出射光量を増さねばならず、既存のアークランプを光源として使用するなら
そのアークギャップ（放電間隙）を拡げねばならない。アークギャップを拡げると照明装
置側エタンデュ値も増してしまうので、照明装置側に対する工夫で照明光束を増そうとす
るとほとんど必然的に、エタンデュ値が過剰化し変調器側エタンデュ値と整合させられな
くなる。このように、マイクロディスプレイデバイスを用いる従来型の構成は、エタンデ
ュ値を小さくせざるを得ないため、顕著な不効率、パワーの浪費及び熱の発生を伴う構成
となりやすく、ひいてはその熱で小型電気光学部品が損傷を受けやすかった。
【００５４】
　これに対し、本発明では、透光性パネル例えば白黒直視型ＴＦＴ液晶乃至ＭＰＣパネル
を空間光変調器として用い映写機を構成することができ、ひいては変調器側エタンデュ値
を大きくすることができる。従来型の映写機で空間光変調器として使用していた液晶マイ
クロディスプレイデバイスより数倍も大きいパネルを使用することで、その出射光束を増
せるだけでなく、各光学部品に作用するエネルギ密度が下がり、光学系の構成も単純にな
り、そして色分離／再結合用部品における光学的処理が良質になる。
【００５５】
　また、映写機５０ではその高輝度に加え高効率を割合に少数の光学部品で実現している
。例えば、その光路上、図３に示した２個所におけるエタンデュ値を互いにほぼ等しくす
ること、即ち次の関係
　照明装置側エタンデュ値＝変調器側エタンデュ値
をほぼ成り立たせることで、ＬＣＯＳ型液晶を利用した従来の映写機では到底得られない
高効率を実現することができる。
【００５６】
　また、変調器側エタンデュ値を更に大きな値にすれば、出射光強度は増さないにしても
各光学部品におけるエネルギ密度が下がり、またその解像度の割に空間光変調器内ピクセ
ル寸法も大きくなる。後者のメリットについては後述する。
【００５７】
　図１９Ａ～図１９Ｄに、光源の最適焦点位置における光強度位置及び角度分布計測結果
を示す。光源として使用したのは、１．５ｋＷ及び２．４ｋＷのＣｅｒｍａｘ（商標；以
下表記省略）キセノンアークランプ並びに１．９ｋＷのキセノン管球ランプを複合面リフ
レクタと併用した光源である。Ｃｅｒｍａｘキセノンアークランプは米国マサチューセッ
ツ州ウェルズレイ所在のＰｅｒｋｉｎＥｌｍｅｒ　Ｉｎｃ．から入手できるランプであり
、例えば２．４ｋＷ品ならそのアークギャップは１．９ｍｍ、発光部直径は２０ｍｍであ
る。図１９Ａのグラフに示した強度正規化値対位置データ（焦点位置計測結果）のうち約
１／e2ポイント分のデータを使用し、またリフレクタのＦナンバーをｆ／１．３として前
掲の式（１）による計算を行うと、照明装置側エタンデュ値Ｅ（レンズ６２での値）は１
４６ｍｍ2・ｓｒとなる（光学損失は無視）。
【００５８】
　偏向反転器を使用すれば、この照明装置側エタンデュ値は実質的に倍加し２９２ｍｍ2

・ｓｒになる。なお、このランプは、そのセラミクス構造を工夫してガス圧を高めたラン
プであるため、アークギャップが小さい割に定格パワーが高く、市販されてはいるものの
平均的なランプとはいい難い。より典型的なランプ、例えば２ｋＷのＯｓｒａｍ（登録商
標）キセノン管球ランプのアークギャップは５ｍｍである。
【００５９】
　変調用液晶パネルにおけるエタンデュ値即ち変調器側エタンデュ値をこの照明装置側エ
タンデュ値に近い値又はそれより大きな値にするには、同じく前掲の式（１）を用い変調
器側エタンデュ値を求め、変調用液晶パネル例えばＴＦＴ液晶パネルの寸法及びＦナンバ
ーを、変調器側エタンデュ値が照明装置側エタンデュ値と整合するよう決めればよい。次
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の表
【表１】

は、前掲のＣｅｒｍａｘランプについてのこの計算の結果を、偏向反転器有無に分けて示
したものである。
【００６０】
　映写機全体の効率を最高値に近づけるには、このようにして照明装置側エタンデュ値と
変調器側エタンデュ値を整合させればよい。但し、変調用液晶パネルや光学系を更に大き
くしても映写機の出射光量はさほど変化しない。パネル寸法を大きくすることは可能だが
他のシステム要因による制約も加わってくる。従って、光学系を設計する際には、少なく
ともエタンデュ値に大きな損失が生じないようにしながら、パネルコスト（材料や製造工
程で費やされるコスト）と、光路上光学部品コスト（材料や製造工程で費やされるコスト
）とのトレードオフを考慮して、パネル寸法を決定するとよい。
【００６１】
　ＬＣＯＳデバイスを利用した従来の液晶マイクロディスプレイデバイス利用高輝度映写
機でどの程度のエタンデュ値不整合が生じるか、またその程度が本発明の実施形態に係る
高輝度映写機とどの程度違うかについては、例示説明するのが有益であろう。例えば、空
間光変調器として１．５５インチ対角ＬＣＯＳデバイス、照明装置として２ｋＷ光源２個
を使用し、１００００ルーメンの光束を呈するディジタル映写機を製造したとする。最小
規模の劇場スクリーンなら少なくとも５０００ルーメンの光束があればディジタルシネマ
を好適に映写でき、米国内劇場スクリーンの約８０％は１００００ルーメンの光束で十分
に映写できる。なお、市場には最大で１．７インチ対角寸法、アスペクト比４：３の液晶
チップも出回っているが、今のところこれを使用した映写機は市販されていない。
【００６２】
　このディジタル映写機の変調器側エタンデュ値は、照明用光学系のＦナンバーを（比較
のため極端に急峻な値である）ｆ／２．３として計算すると９５ｍｍ2・ｓｒになる。ま
た、照明装置側エタンデュ値は、比較のためランプとして前掲のＣｅｒｍａｘランプ即ち
そのアークギャップが１．９ｍｍのキセノン管球ランプを２個用いるとして計算すると、
前掲の通り１４６ｍｍ2・ｓｒとなる（ランプ複数化や偏向反転によるエタンデュ値増大
は無視）。この場合、照明装置側エタンデュ値・変調器側エタンデュ値間の不整合度は５
４％になる。照明装置に偏向反転器を設けでもしたらこの値は２００％を超える。光源の
複数個使用によるエタンデュ値増が加わったら更に大きくなる。
【００６３】
　図２０Ａ及び図２０Ｂに、キセノン管球ランプ複数個と偏向反転器を用いた映写機にて
発生するスポット重複及びエネルギ密度特性曲線重複の例を示す。この構成では、図２０
Ａに示す通りスポット２０６同士が僅かに重なって現れ、むら補正器より前段で計測した
強度曲線２０８同士も図２０Ｂに示す通り僅かに空間的に重なりあう。
【００６４】
　不整合度の違いをより深く理解するには、この映写機をまた別の面から見てみるのがよ
いであろう。そのため、ここでは非特許文献３に記載のデータ、特にその第３９４頁図６
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に示されているデータを使用し、そのアークギャップが５ｍｍのランプについて照明装置
側エタンデュ値を求めることとする。使用するデータは、アークランプから得られる総パ
ワーとエタンデュ類似パラメタ（センサエタンデュ値＝ＮＡ×空間光変調器対角寸法ＤSL

M）との関係がアークギャップの変化に応じてどのように変化するかを示すデータである
。また、そのランプのエタンデュ値を求めるため、マイクロディスプレイデバイス利用映
写機を稼働できるＦナンバー値域内の２点を調べることとする。複数通りのＦナンバーを
調べるのは、そのランプの出力（照明光）が空間的及び方向的に全く均一でなく、実際に
はだいぶガウス分布的であるからである。これについては、図１９Ａ～図１９Ｄに示した
曲線のうち１．９ｋＷの複合面リフレクタ付ＯＲＣ（登録商標；以下表記省略）キセノン
管球ランプについての曲線を参照されたい。使用するデータ中の総パワー値は、実質的に
変調器側エタンデュ値・照明装置側エタンデュ値間不整合度の指標になりうるので、この
文献に示されている計測値を利用しセンサエタンデュ値÷システム効率を計算することで
、照明装置側エタンデュ値の粗推定値を得ることができる。計算すると、その値は次の値
　Ｆナンバーがｆ／２．３の場合：
　　ＮＡ・ＤSLM（ｍｍ）＝８．５６（偏向反転器無）又は４．２８（偏向反転器有）
　Ｆナンバーがｆ／４の場合：
　　ＮＡ・ＤSLM（ｍｍ）＝４．９２（偏向反転器無）又は２．４８（偏向反転器有）
となる。
【００６５】
　他方、同文献の図６に示されている通り、そのアークギャップが５ｍｍのアークランプ
からのパワー収得率は、Ｆナンバーがｆ／２．３で偏向反転器付なら約２２％、Ｆナンバ
ーがｆ／４で偏向反転器付なら約１１％である。前述の通り、照明装置側エタンデュ値の
粗推定値を得るには、上掲のセンサエタンデュ値をこのパワー収得率即ちシステム効率で
除算すればよい。従って、そのアークギャップが５ｍｍの光源における照明装置側エタン
デュ値を計算すると、Ｆナンバーがｆ／２．３の場合は９４．９５０／０．２２＝４３１
．５９ｍｍ2・ｓｒ、Ｆナンバーがｆ／４の場合は３１．３９３／０．１１＝２８５．３
９ｍｍ2・ｓｒとなる。こうして別方法で計算した新たな推定値によれば、高輝度映写機
用変調系に対する照明装置のエタンデュ値不整合度は更に高い。また、この推定値は、そ
のＦナンバーとして控えめな値を想定し、複数ランプ併用による顕著なエタンデュ値増大
がないとの仮定の下に現用照明装置について求めた推定値である。従って、実際のマイク
ロディスプレイデバイス利用高輝度ディジタル映写機では、エタンデュ値不整合によって
更に顕著な光損失が生じるといえよう。
【００６６】
　これに対し、本発明の実施形態に係る映写機では変調器側エタンデュ値が照明装置側エ
タンデュ値に対して整合している。即ち、その変調器側エタンデュ値が、照明装置側エタ
ンデュ値との差が２０％以内の値又は照明装置側エタンデュ値を上回る値になっている。
これは、従来のマイクロディスプレイデバイス利用映写機にて照明装置側・変調器側間エ
タンデュ値差がおよそ５０％以上もあったのと対照的である。
【００６７】
　図１３に本発明の別の実施形態を示す。この実施形態では、図２と同じ基本的構成を採
りつつも、ケースに収めやすくするため部品の向きを変えている。例えば、図示の通り空
間光変調器６０ｂの向きを図２における向きから９０°回してある。図２６に本発明の更
に別の実施形態を示す。この実施形態では、３個の直視型ＴＦＴ液晶空間光変調器及びそ
の後段にある３個の投射レンズを、ディジタルシネマ用映写室に設置しやすい形態で実装
してある。
【００６８】
　照明用の光源及び光学系
　図２～図４に示した映写機５０には光源２０に関わる利点もある。まず重要なのは、光
源２０としてはどのような種類のものを何個用いてもよく、従って市販ランプを光源２０
として用い低価格化や大量生産を容易に達成できることである。例えば、米国マサチュー
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セッツ州ウェルズレイ所在のＰｅｒｋｉｎＥｌｍｅｒ　Ｉｎｃ．から入手できるＣｅｒｍ
ａｘキセノンアークランプは、高圧ガス封入型であるため従前の管球ランプに比べそのア
ークギャップが狭く、従って小エタンデュ値システムに対し多量の光を供給できることか
らマイクロディスプレイデバイス利用映写機で重宝されてきたが、従前のキセノン管球ラ
ンプに比べ生産量が少ないため値が張りがちである。これに対して、そのエタンデュ値が
大きな大型液晶パネルを使用する図２～図４に示した構成では、よりもアークギャップが
広い従前のキセノン管球ランプでも好適に用いることができ、しかもそのシステム効率を
高水準にすることができる。このように市場に広く流通しているランプを使用できること
は、大型ＴＦＴ液晶パネルを使用するメリットの一つである。
【００６９】
　第２に、キセノン管球ランプのなかには、フィルム式映写機で広く用いられている安上
がりな楕円面リフレクタのそれを下回るように、その実効的なエタンデュ値を小さくした
ものがある。その仕組みはいろいろあるが、複合面リフレクタを利用するものが比較的多
い。例えばゼネラルエレクトリック社製映写機Ｔａｌｅｒｉａ（商標）で使用されている
ランプがそれに該当する。これ以外の仕組みとしては、例えば米国ニューヨーク州ボヘミ
ア所在のＥＥＬＥ社で採用している仕組み、即ちアークギャップ自体の方形輪郭を利用し
て方形スポットを発生させる仕組みがある。これらの仕組みは実効的な照明装置側エタン
デュ値を小さくするためのものであり、例えば図１９Ａ～図１９Ｄとして示したグラフで
１．５ｋＷのＣｅｒｍａｘキセノンアークランプと１．９ｋＷの複合面リフレクタ付ＯＲ
Ｃキセノン管球ランプを対比した通り、Ｃｅｒｍａｘキセノンアークランプ並みの値まで
照明装置側エタンデュ値を小さくすることができる。しかし、これらの仕組みは、照明装
置の複雑化及び高コスト化の原因ともなっている。従って、本発明の実施に当たり採用す
るなら、例えばＥＥＬＥ社のランプを簡略化したものを光学的結合手段として採用し、コ
ストを最低限に抑え且つ効率を最大限に高めるのが望ましい。具体的には、普通のキセノ
ン管球ランプの側方にリフレクタを配置し、そのリフレクタによって形成される像の幅を
パネル幅と略一致させ、更に偏向反転器で像の高さをパネルのアスペクト比に合うよう調
整する。また、その後段にはむら補正器例えばレンズレットアレイを配置する。
【００７０】
　図２１Ａ（平面図）に示すように、その照明装置では、例えばアークギャップ１８２を
有する管球ランプ１８０を、図２１Ｂ（側面図）に示すように点１８６を焦点とするリフ
レクタ１８４内に収容し、図２１Ｃに示すような像１８８をなす光をむら補正器に入射さ
せる。偏向反転器を用いているので丸みを帯びた像１８８が２個でき、それらによって所
要アスペクト比を有する方形領域がほぼカバーされるので、光の損失を抑えることができ
る。
【００７１】
　第３に、複数個のランプを併用する手法も、そのアークギャップが狭いランプでエタン
デュ値が小さい照明装置を構成するため用いられてきた。個々のランプで発生する照明光
の強度の位置及び角度特性はほぼガウス分布であるので、各照明光の分布ピークが他の照
明光の分布裾部分と重なり１個の大きなピークができるよう、ひいては利用できる合計光
量が増すよう、それらのランプを複数個設けるという手法である。本発明を実施する際に
は、この手法を利用できるのみならず、分布裾部分に属する照明光をかなり捉えることが
できる。ただ、小さなマイクロディスプレイデバイスを所要量の光で照明する際、こうし
た複雑な構成の光源又はその組合せ以外使用できなかったのとは対照的に、他種光源も使
用できる。
【００７２】
　第４に、高出力ＬＥＤも光源として使用できる。図２２Ａ及び図２２Ｂに、そうしたＬ
ＥＤをアレイ化し偏向反転機能を付加した構成を示す。この図のＬＥＤアレイ１９０は、
複数個のＬＥＤ２００をチップ基板１９８上に並べた構成であり、更に、その除熱のため
の補助部材例えば放熱器１９６や、各ＬＥＤ２００に対応して設けられた複数個の偏向ビ
ームスプリッタ２０２からなる偏向ビームスプリッタアレイ１９２や、前述した偏向反転



(21) JP 2009-538447 A 2009.11.5

10

20

30

40

50

のための半波長板１９４を有している。
【００７３】
　図２３に、本発明の別の実施形態に係るディジタル映写機を示す。この実施形態は、空
間光変調器６０ｒ、６０ｇ及び６０ｂたる大型液晶パネルを照明するＬＥＤアレイ１９０
ｒ、１９０ｇ及び１９０ｂを、むら補正器２２や照明光中継器２０４と共にＲＧＢ各原色
用の光路２５０ｒ、２５０ｇ及び２５０ｂ上に設け、各空間光変調器を対応するＬＥＤア
レイによって照明する構成である。図２２Ａ及び図２２Ｂに示した通り、各ＬＥＤアレイ
は対応する波長域で発光する複数個のＬＥＤを二次元アレイ化したものであり、例えばビ
ームスプリッタ及び半波長板からなる偏向反転部材を有している。各ＬＥＤアレイで発生
した照明光はレンズレットその他の部材からなるむら補正器２２で照度むら補正され、中
継器２０４を介し対応する液晶パネルに入射される。照明される液晶パネルの側も、対応
するＬＥＤアレイの発光波長域に感度を有する構成としておくのが望ましい。
【００７４】
　その他、超高圧水銀ランプ等も光源として使用できるが、キセノンランプの次代を担う
位置にあるのはやはりＬＥＤアレイであろう。それは、複数種類のＬＥＤを組み合わせる
ことで白色光源を形成でき、またその照度むら補正や色分離も容易だからである。更に、
Ｌｕｍｉｌｅｄ社のＬｕｘｅｏｎ（登録商標）シリーズ、Ｌｕｍｉｎｕｓ社のＰｈｌａｔ
Ｌｉｇｈｔ（登録商標）シリーズ、Ｏｓｒａｍ社のＯｓｔａｒ（登録商標）シリーズとい
ったハイパワーＬＥＤチップでは、近年、その出射パワーが２００～４００ｍＷ／ｍｍ2

（色による）のものも現れている。また、ＬＥＤは、その発光波長を適宜定めることで、
出射光を濾波することなく出射光の色域を所望色域にすることができ、その効率が高い点
でも有利である。チップ１個のサイズが約４ｍｍ角と大きめで従ってそのエタンデュ値も
大きいので、マイクロディスプレイデバイス利用映写機用には適さないが、本発明の実施
用には適している。
【００７５】
　図５に、テレセントリック多色偏光ビームを発生させる照明装置２８の一例構成を示す
。この装置２８では、まず、光源２０で多色無偏光（白色光）を発生させ、それを付随す
るコリメート系内の放物面鏡又は楕円面鏡によって平行光化（コリメート）し、得られた
平行多色無偏光ビームを光源２０の出力として広帯域偏光反射器３４に入射する。偏光反
射器３４はその平行多色無偏光ビームをテレセントリックな多色偏光ビーム３８に変換す
る。例えば、光ビーム３８即ち照明光ビームとしてｐ偏光を得たいとする。その場合、偏
光反射器３４の偏向ビームスプリッタ３６としては、光源２０からの入射光のうちｐ偏向
成分を透過させｓ偏向成分を反射させるものを使用する。同じく偏光反射器３４内の偏向
選択性反射膜４４としては、ｓ偏光を半波長板４２方向に反射させるものを使用する。半
波長板４２ではそのｓ偏光をｐ偏光に変換する。このｐ偏光はスプリッタ３６を透過した
ｐ偏向成分と偏向軸が揃っているので、偏光反射器３４から出射される光ビーム３８はそ
の偏向状態が整ったビームになる。その後、例えば光の偏向状態を基本的に変化させない
手段（図上省略しているレンズレットアレイ等）でその光ビーム３８に照度むら補正を施
すこともできる。このように、偏向反転を実行することにより、光源２０からの出射光を
ほぼ全て、テレセントリックでその偏向軸が揃いその照度むらもない多色光に変換するこ
とができる。また、この処理で発生する光ビーム３８の断面は広く、大面積の透光性（液
晶）パネルを用いる本発明の実施に好都合である。なお、既存のＬＣＯＳデバイス利用映
写機でもこれと似た偏向反転方式が用いられているが、それらには生来的に厳しいエタン
デュ値制限が課されているので、ここで述べたような出射光量増強効果を全面的に得るこ
とはできない。
【００７６】
　また、偏向反転器３４内偏向ビームスプリッタ３６としては、例えば、特許文献１９（
名称：略偏光ビーム生成用偏光器(Polarizer Apparatus for Producing a Generally Pol
arized Beam of Light)；発明者：Hansen et al.）に記載のワイヤグリッド偏光器を用い
ることもできる。ワイヤグリッド偏光器には様々な種類があり、それらは例えば米国ユタ
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州オーレム所在のＭｏｘｔｅｋ，　Ｉｎｃ．から購入することができる。ワイヤグリッド
偏光器の際だった利点とは、従前の薄膜型ビームスプリッタと違い強い光を処理でき、ま
た角度に対し割合に不感なことである。図示例でワイヤグリッド偏光器を使用するとした
ら、例えばそのワイヤ素子配設面上にあるワイヤ素子が系内光路に面するよう配置すると
よい。このようにすると、特許文献２０（名称：ディジタル映写機(Digital Cinema Proj
ector)；発明者：Kurtz et al.；特許権者：本願出願人）に記載されている熱誘起性複屈
折が生じにくくなる。また、いわゆる当業者にはご理解頂ける通り、偏向ビームスプリッ
タ３６を既存のプリズム偏光器、例えばマクニール偏光器にすることもできる。
【００７７】
　そして、この偏向反転機能付照明装置には、光源２０から得られる照明光をよりむらの
ない光にして大型ＴＦＴ液晶パネルに供給するむら補正器１２が設けられている。この補
正器１２は、照度むらのない照明光ビームが空間光変調器に供給されるよう光源２０から
の出射光を補正する部材であり、例えばインテグレーティングバー、レンズレットアレイ
、レンズレットとインテグレーティングコンポーネントの組合せ等の形態で実現するとよ
い。
【００７８】
　偏向
　空間光変調器に達するまで光の偏向状態が良質に維持されるよう努めることは、１５０
０：１超という高さの所要コントラスト比を実現する上で、重要なことである。照明光の
偏向度を高めるための偏光器を追加するとしたら、むら補正器１２、偏向反転器、或いは
テレセントリックレンズ６２の後段がよいであろう。エネルギ密度が高い場合や偏光器に
対し角度条件の充足が厳しく要求される場合には、その偏光器として非吸光性偏光器例え
ばワイヤグリッド偏光器を用い、そのワイヤを空間光変調器側に向けて配置するのが望ま
しい。エネルギ密度が低く空間的にゆとりがある場合は、価格や入手の容易さを考慮し、
吸光色素等の膜を用いた偏光器や、ヨウ素偏光器や、ＤＢＥＦ（登録商標；以下表記省略
）膜等の散光反射性偏光膜を初めとするより複雑な構造の偏光器を、用いるのが望ましい
。いずれにしても、光学部品に対する照明光の影響に十分注意を払うことが重要である。
【００７９】
　また、より綿密に偏向を調整する必要があるときは、テレセントリックレンズ６２の後
段に更に微調整用の偏光器を配置するのが望ましい。但し、その位置は、液晶パネルから
十分に離した方がよい。
【００８０】
　補償
　本発明の利点の一つは、補償器を設ける必要が（ほとんど）ないことである。本件技術
分野で周知の通り、膜型の補償器即ち補償膜は数種類ある。そのうち光軸が膜面と平行な
一軸膜はＡプレート、垂直な一軸膜はＣプレートと呼ばれる。その屈折軸が全三次元に亘
り相違する二軸膜はＯプレートと呼ばれることが多い。また、膜面内でＸＹ複屈折を呈す
る膜（不等方性媒体から形成されていてＸＹリターダンスを伴う膜）を以てＡプレートと
呼び、補償器内ビーム伝搬方向に光軸沿いＺ複屈折を呈する膜を以てＣプレートと呼ぶこ
ともある。一軸膜の素材には、ｎeがｎoより大きい正複屈折素材とｎeがｎoより小さい負
複屈折素材とがあるので、Ａ，Ｃどちらのプレートにもそのｎe及びｎoの値で決まる正負
の二種類がある。また、本件技術分野で周知の通り、Ｃプレートがポリマの一軸圧縮や酢
酸セルロースの注型で形成されるのに対し、Ａプレートはポリビニルアルコールやポリカ
ーボネート等といったポリマ膜のストレッチングで形成される。本発明の場合、空間光変
調器６０ｒ、６０ｂ及び６０ｇとして大きな液晶パネルを使用するので角度に対する感度
を抑えられることができ、従ってＣプレート型補償器は（ほとんど）必要なくなる。同様
に、その屈折率がＸ，Ｙ，Ｚの各方向で異なる二軸膜を使用して所要リターデーションを
実現し、ひいては総コントラスト比を高めることもできる。
【００８１】
　まず、照明光がほぼ直線偏光である場合は、照明先の液晶層を透過しうるようその偏向
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軸の向きを合わせる必要がある。液晶層の向きが光路屈曲方向に対し平行又は鉛直になる
系構成を採っている場合、例えば各光学部品が上下に並んでいる場合には、Ａプレートを
用いたほんの僅かな補償だけで精密に、偏向軸の向きを合わせることができる。使用する
液晶パネルがＴＮ液晶パネルなら、入射してきた照明光の偏向軸に対して通常は４５°、
液晶層内で偏向軸が回転するので、半波長板際リターデーションを施しその偏向状態を補
正する必要がある。そして、液晶パネル内に達する照明光円錐の頂角が例えば１２°以下
と小さい場合は、Ｃプレートを用いた補償が役立つかもしれない。液晶に入射する光の光
円錐がそのように尖っていればそうした補償抜きでも高いコントラスト比が得られるけれ
ども、例えばそのコントラスト比が１６００：１の画面を有するＬＧ　Ｐｈｉｌｉｐｓ社
製液晶ディスプレイのような市販品や、そのコントラスト比が３０００：１の画面を有す
る１００インチサイズ液晶ディスプレイパネルのデモ機に倣い、市販の補償器を使用する
こともできる。
【００８２】
　光学補償が必要な場合、そのための補償器は、前掲の微調整用偏光器の後段か、液晶パ
ネルの直後且つ偏光検光器よりも前段に、配置するのが望ましい。また、液晶パネルの前
後双方に補償器を配置して補償を行うようにしてもよい。
【００８３】
　エネルギ密度
　マイクロディスプレイデバイスに代えて大きなＴＦＴ液晶パネルを用いることは、光路
上に配置されている各種光学部品例えば空間光変調器に作用するエネルギ密度との関連で
、非常に重要である。マイクロディスプレイデバイスを使用する装置でエネルギ密度が問
題になるのは、主に、吸光発熱が多すぎると破壊される部品があるからである。マイクロ
ディスプレイデバイス利用高輝度映写機では、このエネルギ密度問題があるために、高温
耐性があるが高価な部品を使用するか、高性能の除熱装置を設ける必要があった。例えば
、吸光性薄膜偏光器を用いたのでは高エネルギ光ビームに耐えきれないので、より熱に強
いワイヤグリッド偏光器を用いねばならなかった。
【００８４】
　これに対し、図２～図４に示した実施形態等では、その出射光強度をかなり高めた仕様
でも、空間光変調器６０ｒ、６０ｂ及び６０ｇにおけるエネルギ密度が、マイクロディス
プレイデバイス利用高輝度映写機におけるそれよりかなり低くなる。例えば１．３インチ
対角液晶マイクロディスプレイデバイスを空間光変調器として用いる映写機にて、仮に約
１００００～１５０００ルーメンの光束を出射させたとしたら、その映写機内の空間光変
調器や偏光器におけるエネルギ密度がおよそ６Ｗ／ｃｍ2にも達する。液晶マイクロディ
スプレイデバイス等の部品が損傷を受けないぎりぎりのエネルギ密度は約１５Ｗ／ｃｍ2

であるので、光束を最大限増したとしても約２００００ルーメンが限界である。対するに
、１５インチ対角大型液晶パネルを空間光変調器として用いる映写機では、７００００ル
ーメンに及ぶ多量の光束を出射しているときでも、その映写機内の空間光変調器や偏光器
におけるエネルギ密度は約１Ｗ／ｃｍ2という低さである。このようにエネルギ密度が低
いので、安価ではあるが高熱に対する懸念があったためこれまで使用できなかった安価な
補助光学部品、例えば吸光性薄膜偏光器を高輝度電子映写機にて使用することが可能にな
る。これは、より大出力の映写機を実現でき、それによってより大きな画面への投射も可
能になるということである。また、本発明に係る映写機及び方法にてその大きなエタンデ
ュ値で低コスト化及び高性能化が達成される理由も、これと同一の又は類似した理由であ
る。
【００８５】
　関連するエネルギ密度上の問題としては、テレセントリックレンズ６２を形成する素材
の選び方がある。即ち、その吸光率又は応力複屈折率が低い素材を選択し、熱誘起性複屈
折の影響を抑えることが肝要である。例えばアクリルによって形成される高品質フレネル
レンズは、通常は高い耐熱性及び透光性を呈するので、十分使用することができる。なか
でもアクリルの加圧成型で形成された部品は、その製造プロセスの性質上複屈折率が低く
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なるので好適に使用できる。或いは、ガラスやより耐久性に優れたポリマ素材、例えば米
国ケンタッキー州ルイビル所在のＺｅｏｎ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ社から入手できるＺｅｏ
ｎｅｘ（商標）も、テレセントリックレンズ６２の素材として使用することができる。
【００８６】
　テレセントリックレンズ
　前掲の図２中、テレセントリックレンズ６２は照明光を補正しテレセントリックな光に
変換するレンズである。テレセントリックレンズとは、そのレンズの実空間（対物空間）
、像空間又はその双方における光挙動をテレセントリック化するレンズのことであり、テ
レセントリック化とは、被写体又は像を過ぎるあらゆる光線（主光線）をコリメートし、
その方向を光軸に対し平行にすることをいう。テレセントリックレンズの入射瞳及び出射
瞳のうちコリメートされた方の空間にある瞳は無限遠に位置するので、テレセントリック
レンズ透過光のうちそちらに抜ける光の角度分布はかなり均一になる。図２に示した実施
形態では、像空間のみ（特に液晶パネル近傍）のみで光挙動をテレセントリック化し、出
射瞳のみを無限遠に引き離している。本実施形態でこうしたテレセントリック化が重要な
のは、照明光路が色別分離されているためもしそれを怠ると色偽像（偽色）が生じかねな
いからである。また、空間光変調器たる液晶パネルに角度ばらつきがあると、空間光変調
器から出射される変調光に別の角度からの変調光が混ざり、表示画面上に色むらが発生す
るため、これも多液晶パネル映写機では重要である。また、レンズ６２として球面レンズ
を用いてもよいが、図示例では非球面レンズたるフレネルレンズを用いている。更に、フ
レネルレンズ等のレンズ６２でテレセントリック化する構成ではなく、１個又は複数個の
反射性素子でテレセントリック化する構成にしてもよい。反射性素子には、横方向色収差
やモアレの干渉縞が発生しない、その製造が容易であり例えばプラスチックの成型で大型
のものも形成できる、といった利点がある。そして、レンズ６２によるテレセントリック
化は本映写機を実現する上で確かに重要だが、ダイクロイック膜を有するビームスプリッ
タ内により細い光ビームを入射できるようにするため、テレセントリック性を若干犠牲に
することもまた有益である。そのようにする場合には、画面上でとるべきサイズに合うよ
う、ビームエキスパンダを用いその光ビームの太さを適宜調整するとよい。
【００８７】
　同図に示した映写機５０では、照明装置２８からの照明光がテレセントリックレンズ６
２を経てテレセントリック多色偏光ビームになり色成分分離器７６に入射する。その色成
分分離器７６ではその光ビームを複数個のスペクトル帯域に分割する。フルカラー投映の
場合は少なくとも３個のスペクトル帯域、典型的には赤、緑及び青の三帯域に分割する。
また、上述のように、その多色含有光ビームの入射角を絞り概ね制限範囲内に収めてある
ので、角度ばらつきに起因するスペクトルシフト効果は小さい。
【００８８】
　また、本実施形態の映写機５０ではテレセントリックレンズ６２がかなり大きくなり、
通常は空間光変調器６０ｒ、６０ｇ又は６０ｂの活性領域寸法とほぼ同程度の大きさにな
る。このようにその直径が大きなレンズ素子を用いる構成には、潜在的な難点として横方
向色収差の発生という難点がある。横方向色収差とは、波長の違いで生じる像寸法の微差
のことである。図６に、赤色光による像１４ｒ、緑色光による像１４ｇ及び青色光による
像１４ｂの重なり方及びその寸法差を平面的に示す。横方向色収差が生じているため、赤
色光像１４ｒは緑色光像１４ｇ及び青色光像１４ｂより僅かに大きくなっている。青色光
像１４ｂはそれらのなかで最小の寸法である。図１５にグラフとして示すように、こうし
た横方向色収差は、空間光変調器６０ｒ、６０ｇ乃至６０ｂの対角寸法が大きいほど大き
くなる。
【００８９】
　横方向色収差を補正するには、例えば照明光路上に収差補正レンズを配置すればよい。
例えば、光路のうち１本又は複数本の上にフレネルレンズを付加して横方向色収差を補正
するとよい。その場所は、例えばテレセントリックレンズ６２のすぐそばでもよいし、そ
の光路に沿ってレンズ６２と空間光変調器の間に位置する場所でもよい。
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【００９０】
　横方向色収差を補正するには、或いは、散光性の素子をテレセントリックレンズ６２に
前置し、補正したい横方向色収差と正負逆だが同じ大きさの横方向色収差を、その素子に
よってその光路上で発生させるようにしてもよい。通常、レンズ６２は中心波長域たる緑
色領域で最善の性能を発揮するよう設計されており、他の波長域即ち赤色や青色の領域で
は横方向色収差が発生するので、その横方向色収差を打ち消せるように散光特性を与えた
横方向色収差補正レンズをレンズ６２に付加すればよい。
【００９１】
　いずれの手法を採るにせよ、肝要なのは、個々の光路上にある光学部品の縁だれ（エッ
ジロールオフ）を含め、隣接光路間で照明光の強度及び均質性を最大限に整合させること
によって、画面上での色むらで画質が損なわれることがないよう、照明光路を構成するこ
とである。
【００９２】
　そして、一般論としていえば、液晶パネル・投射レンズ間距離即ち変調光路長を色間で
等しくすることが望ましい。この点については、先に引用した特許文献１２、１３等でも
述べられている。これに対し、その空間光変調器として大型のＴＦＴ液晶パネルを用いる
本実施形態の映写機５０では、変調光路長ではなく照明光路長を調整している。このよう
に照明光路長の調整で足りるのは、本実施形態の装置が従来の装置ほど照明光の合焦位置
に対して敏感でないからである。照明光の合焦位置に対して敏感でないということは、空
間光変調器６０ｒ、６０ｇ及び６０ｂの光軸Ｏ沿い位置をテレセントリックレンズ６２の
焦点にぴったり合わせる必要がなく、互いにずらして調整することができる、ということ
である。即ち、各空間変調器の光軸Ｏ沿い位置を調整することによって、空間光変調器間
で変調光路長を精密に整合させることができる。
【００９３】
　モアレ補償
　モアレの干渉縞は、図１７に示すフレネルレンズ８４を大型液晶パネルのような繰り返
し構造と併用するときに生じうる一種の偽像である。その発現を抑えるには、例えば、照
明光を十分にデフォーカス（ピンぼけ）にしてフレネルレンズによる像の形成を抑え、強
度ビートの発生を防げばよい。また、空間パターン間に周波数ビートが（ほとんど）生じ
ないよう複数個のシリンダレンズを適当な角度差を付けて回転させてもよい。残留する縞
は、図２５に示すように非常に小さな散乱角を有する散光層１４６を設けることで、除去
することができる。加えて、フレネル視野レンズ８４を対応する液晶パネルから引き離す
ことによっても、モアレの干渉縞を抑え目に付かないようにすることができる。
【００９４】
　フレネル視野レンズ８４を対応する液晶パネルから引き離す場合、補強として、そのレ
ンズ８４に入射するテレセントリック光ビームの径を太くするのが望ましい。このように
すると、レンズ８４・液晶パネル間の間隙で光ビームが若干収束しても、その液晶パネル
全面がその光で照らされる。これを実現するやり方は少なくとも二通りある。第１のやり
方は、テレセントリックレンズ６２より後段で色成分分離用のダイクロイック面５４等よ
り前段にあるいずこかの場所に、レンズ６２を補正する部材を配置し、その部材の出射光
ビームの幅が液晶パネルの幅より太くなるようにする、というやり方である。第２のやり
方は、ダイクロイック面５４等より後段に負特性のレンズを配置し、ダイクロイック面を
通過したテレセントリックな光ビームをそのレンズで若干発散させ、太くなった光ビーム
をフレネル視野レンズ８４を介し投射レンズの瞳に送る、というやり方である。
【００９５】
　また、図示例では、液晶パネルから見て照明側にフレネル視野レンズ８４を配置してい
る。この配置は上述の通り有益であるが、液晶パネルへの入射光がテレセントリックにな
らないため、例えば約１２°の視野をカバーするようＣプレートを設ける等して液晶パネ
ルを好適に角度偏向補償しないと、液晶パネルの縁に近い部分でコントラスト比が低下し
てしまう。従って、空間光変調器たる液晶パネルの前方即ち像側に、フレネル視野レンズ
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８４を移動させるやり方もあり得る。そのやり方を採るには、画質が割合に良好でなけれ
ばならないので、モアレの干渉縞を何か別の手段で抑える必要がある。更に、これらの方
法に加え又は代えて、散光層が吸光性偏光器・レンズ６２間に位置することとなるよう散
光層付吸光性偏光器をレンズ６２・液晶パネル間に配置し、その散光層でモアレを抑える
ようにしてもよい。
【００９６】
　空間光変調器６０ｒ、６０ｇ及び６０ｂの構成
　図２～図４に示した実施形態では、空間光変調器６０ｒ、６０ｇ及び６０ｂとして透光
性ＴＦＴ液晶パネル、例えば５インチ以上の対角寸法を有するものを用いている。この種
の液晶パネルは、例えば２０４８×１０８０又は４０９６×２１６０ピクセルといった高
解像度にすることができるので、ディジタル映写等に好適に使用することができる。また
、透光性ＴＦＴ液晶パネルは従来から直視型パネルとして使用されているが、本実施形態
における空間光変調器６０ｒ、６０ｇ及び６０ｂは投射用であるので、より簡略化した構
成のパネルを使用することができる。まず、図７Ａに、空間光編著器として使用できる従
来の液晶パネル１１８を示す。このパネル１１８はディスプレイ向けに製造されたもので
あり、液晶層１２０、それに付随する制御電極（薄膜トランジスタ１２２やＩＴＯ層１２
４を含む）、並びに色フィルタアレイ１３２を、ガラス板１２６とガラス板１２６の間に
挟み込んだ構造を有している。その前後にある偏光膜１２８は吸光性シートであり、性能
が劣化するので高熱が加わらないようにしなければならない。吸光性があるということは
、光の吸収によって偏光膜１２８自体が損傷し、またコントラスト比やスペクトル透過率
が低下するにとどまらず、熱の伝搬によって液晶層１２０の性能にも影響が及び、最終的
にはその高熱でコントラスト比及び画質にむらが生じるということである。また、補償膜
１３０はコントラスト比を高める膜であり、通常は、ディスプレイを二次元的に囲み全１
８０°の範囲内のどこから直視しても十分なコントラスト比になるよう構成されているの
で、これを設けることによって対ディスプレイ視角を拡充することができる。図示は省略
しているが、散光層、偏向の再生を支援する層、バックライトユニットから供給される照
明光を均す層等、その他の補助膜を有するディスプレイも数多くある。そして、このパネ
ル１１８と併用されるバックライトユニットとしては、例えば冷陰極蛍光管で発生させた
光を内部全反射性光学部品即ち光導波路によって出射する構成のもの、即ち比較的均一な
光をパネル１１８に向けて出射できるものを使用する。
【００９７】
　図７Ｂに、本発明の一実施形態にて液晶空間光変調器６０ｒ、６０ｇ及び６０ｂとして
使用される液晶パネルを示す。この液晶パネルは、光を透過させる領域の縁に沿って配し
たトランジスタで各ピクセルを形成する多ピクセル構造を採っている。また、トランジス
タの保護はブラックマトリクスで行うが、個々のピクセルを色別サブピクセルに分割する
こともまた色フィルタアレイを設けることも必要ないので、構造的には従来より簡素であ
る。その液晶層１２０はある程度の剛性を有する２枚の透光性基板（例えばガラス板１２
６）で挟み込まれており、更にその透光性基板の表面は抗反射被覆１３４及び１３６とな
る誘電体で覆われているが、ぎらつき防止処理等の散光処理は施されていない。被覆１３
４及び１３６は、例えば、当該誘電体を被着させたフィルムベースをその透光性基板に付
加して形成する。偏光膜、散光層、視角拡充膜等といった特殊機能膜は不要であり、補償
膜１３０も廃止されている。液晶層１２０の表面から延ばした法線に対する光の角度偏差
が極端に小さいので、補償膜１３０を設けるにしてもその性能及び費用はかなり抑えうる
。また、従来の直視型ディスプレイでは、ユーザが（各方向最大１８０°の範囲内で）ど
のような向きで見てもコントラスト比が等しくなるよう、求められることが普通であった
が、本実施形態の場合は約２°の視角があれば足りる（１５インチ対角の液晶パネルの場
合）。空間光変調器６０ｒ、６０ｇ及び６０ｂの前後にその本体に密接するよう偏光膜１
２８を設ける必要もない。また、前掲の特許文献１８等には大型液晶パネルを用いる投射
システムが記載されているが、これは低輝度映写機についてのものである。仮に、特許文
献１８に記載の手法で光束や実効エタンデュ値を増そうとしても、同文献に記載のシステ
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ムで使用する色フィルタアレイやサブピクセル別ブラックマトリクスにて問題が生じてし
まう。更に、同文献には、液晶パネルに対する光の入射角を小さな角度に保つことでシー
ケンシャルコントラスト比を高められるよう、偏光器、補償膜、ぎらつき防止層等といっ
た層を取り払う点について記載がある。高輝度映写機で使用する場合、偏光器を分離して
おいた方が熱によるむらを防止できて望ましいが、補償膜についてはむしろ、うまく設計
して使用した方がコントラスト比向上の面では望ましいであろう。また、同文献では抗反
射被覆の必要性が認識されていない。抗反射被覆は、基板からの後方反射によってＡＮＳ
Ｉコントラスト比が低下しチェッカーボード状になる現象、即ちその隣の白色ピクセルの
影響で黒色ピクセルのコントラスト比が落ちる現象を防ぐ上で必要である。ディジタル映
写機に対しては、２００：１以上という高いＡＮＳＩコントラスト比が求められる。加え
て、同文献では、ＮＡの悪影響でスクリーンドア偽像が発生し画質が劣化することも認識
されていない。
【００９８】
　また、液晶パネルの近傍にワイヤグリッド偏光器を配置するとよい。この種の偏光器は
透過させるべき偏向状態の光以外を反射させるので、強い光を入射してもそのエネルギを
ほとんど吸収せず、従って映写機５０内での強い光の処理に特に適している。使用する偏
光器は安価なシート状のもの、例えば特許文献２１（発明者：Mi et al.）に記載のもの
がよい。その前段に微調整用偏光器を配しある程度まで偏向状態を整えることができるの
で、そのコントラスト比は極端に高くする必要がなく１００：１程度でかまわない。また
、液晶パネルから見て像側にワイヤグリッド偏光器を設けることで、当該反射光が液晶パ
ネルに戻ることを防ぎ、ひいてはその反射光によるＡＮＳＩコントラスト比低下を防ぐこ
ともできる。その実施形態は二通りある。一つ目は、ワイヤグリッド偏光器で反射される
偏光成分を像の形成に回す形態である。二つ目は、その反射光が空間光変調器たる液晶パ
ネルを迂回しアパーチャ絞りや単純な隔壁部材で阻止されるようワイヤグリッド偏光器を
傾ける、という形態である。後者では、偏光器たるプレートの傾きで偏光器透過光が散開
するので光学系に収差が発生するが、その収差は細めのワイヤグリッド構造を使用するこ
とで抑えられる。また、そのプレートとは逆の角度を採るよう光ビームの光路上にプレー
トをもう１枚配置することによって、その光ビームの非点収差を直に補正することもでき
る。その他の収差は、普通はあまり大きくなく補正なしでも画質を確保できる。
【００９９】
　更に、液晶層１２０と偏光器の間に間隔があるので熱が偏光器から液晶層１２０へと伝
搬しにくく、従って像にむらが生じにくい。光が波長域毎に空間分離されているので色フ
ィルタアレイ１３２も必要ない。色フィルタアレイの廃止は、ディジタル映写機のような
高輝度映写機ではひときわ有益なことである。例えば吸光型色フィルタアレイを使用する
と、その色フィルタアレイにおける吸光発熱で性能や画質が劣化することがある。反射性
型色フィルタアレイは使用できるが、反射光が生じる分損失が増すので、使用する場合は
色再現系を設けてシステムレベルで輝度を確保するとよい。更に、色フィルタアレイはそ
の構造の一部としてブラックマスクを備えており、そのブラックマスクはトランジスタ構
造に直接光が当たらないようにする役割と、その色フィルタアレイを組成する素材を物理
的に保持する役割とを有していた。前者の役割は存置してもよいが後者の役割は最早不要
であるので、本実施形態では、ブラックマスクを引き続き使用するか或いは反射性のある
被覆等の他種手段を設けることで、トランジスタを入射光から保護するようにしている。
そして、各ガラス板１２６の外向き面上には抗反射被覆１３４及び１３６を設けることが
できる。これらの被覆１３４及び１３６は、隣接ピクセルからの漏洩光との相互作用ひい
てはチェッカーボード効果の発生を抑え、ＡＮＳＩコントラスト比を高めるのに有益であ
る。
【０１００】
　そして、液晶パネルから見て像側にその透光性が高い吸光性偏光器を設け、その光路用
の偏光検光器として用いるとなおよい。光をこの偏光検光器に通すことでその偏向状態を
ほぼ直線にすることができ、従って映写機内部品の反射性で多少移相が生じてもその影響
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を抑えることができる。例えば、図１７に示す偏光検光器１３７はそのエネルギ密度に相
応しいワイヤグリッド偏光器等であり、投射レンズの実空間内に且つその偏光検光器１３
７による反射光が空間光変調器に入射しないよう傾けて配置されている。従って、割合に
小さな偏光検光器１３７を用いてコントラスト比を高めることができる。また、この図で
は偏光検光器１３７が投射レンズに前置されているが、小型の偏光検光器１３７であるの
で投射レンズのアパーチャ絞りの近傍に組み込んでもよい。
【０１０１】
　スクリーンドア偽像
　直視型液晶デバイスのＮＡはマイクロディスプレイデバイスのＮＡに比べ高いので、ピ
クセル間境界線が画面上に偽像を呈することがある。また、そのデバイスを直視型ディス
プレイとして使用するなら問題にならないようなものでも、大きな画面上に画像を拡大表
示するとそうした偽像がひときわ目に付くようになる。この偽像は一般にスクリーンドア
偽像と呼ばれており、高画質が求められるディジタル映写機では容認できないものである
。これを抑えるには、例えば、各動画フレームを投映しているときに、個々のピクセルの
減りと、それを囲むピクセル間境界線との境目を、各ピクセルの像を境界線間距離の約１
／２に亘り偏倚させることで、ぼかすようにすればよい。人間の目は像を経時平均して捉
えるので、このようにして各ピクセルの光エネルギを境界線上にも拡散させると、そのピ
クセルの像が境界線の全体に亘り拡がって見えるようになる。投映時偏倚分の制御は、そ
の駆動信号の波形やタイミングの調整によって行うことができ、その波形としては例えば
正弦波や矩形波を使用できる。この手法はディザリングとして知られており、特許文献２
２（発明者：Ramanujan；特許権者：本願出願人）に記載の通り、印刷の分野ではしばし
ば縁をぼかし或いは解像度を高める手段として使用されている。また、ディザリングの実
行手法としては、液晶パネルを動かす手法、投射レンズを動かす手法、傾斜型プラノオプ
ティカルプレートやオプティカルウェッジを光路上で回動させる手法等、様々な手法を採
用できる。例えば、相直交する二方向から投射レンズの直前にワイヤグリッド偏光器を出
し入れし、それによって各ピクセルの上下及び左右境界線双方を均しぼかすようにしても
よい。特に、図２７に示す例では、摩擦レス屈曲回動ベアリング１３９を用い二軸ジンバ
ルマウント上にディザ板１３８を実装しておき、モータ上のカム、圧電プッシャ、ソレノ
イド等のディザリングアクチュエータを制御してディザ板１３８を枢動させることにより
、ディザリング動作を実行している。ディザリング動作における枢動範囲は、図示例の場
合５°未満でよい。
【０１０２】
　光学部品を物理的に動かすことなくスクリーンドア偽像の発現を抑えるには、ディジタ
ルカメラ等でよく用いられる偏向ブルアフィルタを用いればよい。スクリーンドア偽像の
抑止という点ではデフォーカスが最善だが、デフォーカスさせると隣同士のピクセル間で
部分的なエネルギ重複が生じ、エッジシャープネスが損なわれる結果、変調段の伝達関数
が幾分劣化してしまう。また、その開口に応じた特定の周波数を遮断するフィルタを設計
し、その光路に組み込むというやり方も採れる。
【０１０３】
　空間光変調器実装手段
　図示しないが、３個の空間光変調器６０ｒ、６０ｇ及び６０ｂは例えば所定の配置枠を
有する位置決めアセンブリ内に実装されている。このアセンブリは、各変調器をいずれも
ほぼ同一面上に正しく位置決めするアセンブリである。このアセンブリを用いると、例え
ば、変調器６０ｒ、６０ｇ及び６０ｂにおけるピクセル寸法を通常の直視型液晶パネルに
おけるピクセル寸法１００～２５０μｍにした場合でも、それらの変調器６０ｒ、６０ｇ
及び６０ｂを他の光学部品に対して所期通りに位置合わせし、現場で投射レンズの焦点を
調整して正しく結像する状態にすることは、機械的には難しくないことである。このよう
に現場可換ユニット化して使用するモジュール方式は、ディジタル映写機では有益なこと
である。例えば、液晶パネル等のアセンブリ内光学部品が損傷乃至陳腐化したときに、損
傷していない又はより高性能の光学部品が組み込まれたアセンブリに交換することができ
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る。マイクロディスプレイデバイス利用型映写機における交換はこれほど容易ではない。
【０１０４】
　また、そのアセンブリ内の空間光変調器から見て像側、照明側又はその双方に、変調器
本体に対し間隔をおいて窓１４２又は１４３を設けてあるのは、稼働中に溜まっていく塵
埃がそのアセンブリ内に侵入することを阻止するためである。それらの窓１４２及び１４
３は、偏向乃至補償アセンブリの一部として利用すること、例えば窓自体を偏光器乃至補
償器として機能させることや窓板上に偏光膜乃至補償膜を被着させることができるが、い
ずれにしろ、それらに抗反射被覆１４７及び１４８を設けることで後方反射光を阻止し光
量損失を抑えることができる。更に、清掃によって寿命を延ばせるよう、それらの面の耐
久性は高めてある。そして、図２５に示すように、窓板等と液晶パネルとの隙間に通じる
よう通気口１４４を設けてあるので、濾過済の空気をそこから導入して液晶パネルや偏光
器を十分に除熱することができる。
【０１０５】
　更に、マイクロディスプレイデバイス利用映写機に比べパネル間隔公差がかなり緩くな
る。即ち、マイクロディスプレイデバイス同士の間隔はピクセル寸法×１／２、例えば約
５μｍの公差で保持しなければならないが、大型液晶パネル同士の間隔は例えば約５０～
１００μｍの公差で保持できればよい。従って、例えば製造時に液晶パネルに付しておい
た位置決め基準標識を実装先アセンブリ枠上の対応する目印に対し位置合わせすることや
、単純に他の２枚の液晶パネルに対して位置合わせすることで、映写機内の個々の液晶パ
ネルを現場で交換することもできる。特に、その空間光変調器で使用する液晶素材やその
ポリイミド製アライメント層が短波長域の光、即ち青色光や紫外光に対し最大の感度を呈
する青色光路では、映写機本体他の空間光変調器に対する変調器位置の許容誤差も小さく
なるので、このようにそれ１枚を現場で交換できることは重要である。また、図示例の構
成において、液晶パネル型空間光変調器３０の前に少なくとも偏光器を有する補助パネル
を、また当該変調器３０の後には少なくとも両面抗反射被覆型偏光器を有する補助パネル
を、それぞれ変調器３０に対し隙間をおいて配置してもよい。
【０１０６】
　液晶パネル型空間光変調器
　まず、先に図１４を参照して説明した通り、液晶パネル型空間光変調器６０の寸法は、
映写機５０に対し求められる性能を満たす最適な寸法にすることができる。これは、従来
用いられていた小型ＬＣＯＳ液晶利用映写機とは対照的である。具体的には、この映写機
５０で使用する変調器６０のサイズは、通常のラップトップディスプレイより大きなサイ
ズ、例えば約５～２０インチ又はそれ以上の対角寸法にすることができる。また、初期の
液晶パネルはまことに応答が遅かったが、地道な改良によって１００％以上もの応答速度
向上が達成されており、更なる応答速度向上の見込みも立っている。ただ、４ｍｓｅｃ未
満といった優れた応答時間も報告されているとはいえ、ディジタルシネマで要求される水
準は高いので、個々のパネルで使用されるあらゆる符号値に対し応答時間をうまくバラン
スさせ、動偽像の発現を抑えることが肝要である。更に、シャッタリング即ちシャッタを
用いたブランキングを実行し、コマの切り替わりの際に遮光するようにするとなおよい。
【０１０７】
　原理的には、液晶パネル型空間光変調器６０のサイズは、照明系のエタンデュ値を余す
ところなく活用できる程度に広く、十分短かな応答時間が得られる程度に狭く、しかもそ
のピクセル及び電子回路のサイズが通常のＴＦＴ液晶パネル製造技術で好適に形成できる
サイズになるように決める。また、変調器６０のサイズは投射レンズのサイズにも大きく
影響するので、投射レンズの製造及び仕組みに関わる要因を十分考慮に入れて検討する。
その際重視すべき点の一つは、一般的なピクセル寸法を有する市販の液晶パネルを用いた
ディジタル映写機で所要の解像度を実現することである。これは、テレビジョン装置やモ
ニタ装置の製造に使用されている大型液晶パネル製造設備を活用するためである。
【０１０８】
　ここに、従来型ＴＦＴ液晶パネルのＮＡは、液晶型マイクロディスプレイデバイスのそ
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れが約９０％に達するのに比べ６０～７０％程度とかなり低くかった。その一部は駆動用
トランジスタ及び接続用導体での遮光による損失であるが、他の一部は図７Ａ中の色フィ
ルタアレイ１３２に設けられたブラックマトリクスでの遮光による損失である。本発明の
各実施形態では、光路が色別に分かれていて液晶パネル毎の色フィルタアレイ１３２は必
要ないので、色フィルタアレイ１３２を廃止すること、少なくともそのブラックマトリク
ス中の異色領域間仕切り部分を廃止することができる。その部分のブラックマトリクス、
例えば赤色部分と緑色部分を隔てていた部分がない分、図７Ｂに示すように活性領域が広
くてＮＡが高い。液晶パネルの設計によるが、ＮＡの違いは８～１２％或いはそれ以上に
達する。本発明でこうした効果が得られるのは、直視型医用ディスプレイ向け高解像度Ｔ
ＦＴ液晶パネル等多くの白黒液晶パネルと違い、ブラックマトリクスが対ピクセル阻害物
にならないようにしているためであるといえる。但し、従来の大型直視型ディスプレイに
比べ照明光が強いので、それを遮ってトランジスタ構造を護ることが重要になる。
【０１０９】
　また、マイクロディスプレイデバイスに比べてＮＡが低い分、大型ＴＦＴ液晶パネルの
光量損失は２０～４０％程多くなる。この損失を減らすには、ピクセル毎にマイクロレン
ズを設けて液晶パネル上の透光領域に光を集めればよい。このマイクロレンズアレイは、
液晶パネルと別体に設けることも液晶パネル内ガラス板上に設けることもできる。後者の
場合は、トランジスタや開口形成層を設ける工程でマイクロレンズアレイを設けることが
でき、各ピクセルに対するマイクロレンズの位置決めも同じ製造工程で行うことができる
。また、液晶パネルから見て像側にもマイクロレンズアレイを設け、開口を形成する仕切
りで生じる暗い間隙を埋めることもできる。
【０１１０】
　投射光学系
　図８に、図２～図４に示した実施形態における投射光学系の一例構成を示す。この図に
示す例では、その直径がかなり大きなレンズ素子からなる投射レンズ７０を用いている。
例えば図９中で左端に位置している第１レンズ素子の直径は、変調済成分色光ビームを余
さず捉えることができるよう、空間光変調器６０ｒ、６０ｇ及び６０ｂの対角寸法とほぼ
等しく設定されている。このように大きなレンズ素子をガラスで形成することは従来から
難しいとされているが、注目すべきことに、これら空間光変調器及びレンズ素子が大きい
割にそれらで処理する光は弱く、また要求される光学的表面品質も割合に低水準である。
従って、成型等でも容易に製造できる薄いガラス製又はプラスチック製のレンズ素子を用
いることができる。更に、フレネルレンズ、回折光学系、勾配屈折率レンズ、反射光学系
等も採用に値する。
【０１１１】
　図１０及び図１１に、反射素子を用いた投射光学系の例を示す。この光学系では、空間
光変調器６０ｒ、６０ｇ及び６０ｂ（図中６０ｒ及び６０ｂを省略）で発生した変調済光
ビームをダイクロイック面６８及び７２によって共通の出射光軸上に集め、その軸上での
再結合で発生した変調済多色光ビームを反射素子によって屈曲及び集中させている。この
ように反射素子を使用すると、前述の通り横方向色収差や軸方向色収差が発現しなくなる
反面、図１２に示す非対称歪等の他種収差が発現することとなりかねない。そこで、図１
１に示すように、変調済多色光ビームの光路を第１湾曲反射面７８によって屈曲させ、投
射レンズ７０の合焦面に配置した第２湾曲反射面８０に送り、その反射面８０によって光
路を更に屈曲させる。反射面７８は凹面、反射面８０は凸面である。反射面７８及び８０
のいずれも非球面でよい。反射面７８をトロイダル面にすれば両主軸に沿った歪が更に減
る。図１２に、上下及び左右方向に亘る視野の歪を、実際の像１４ａとより理想的な近軸
像１４ｐとの対比で示す。なお、反射面としては、ダイクロイック被覆を含む様々な被覆
を使用することができる。
【０１１２】
　図１０及び図１１に例示した投射光学系には、更に偏向に関わる長所もある。即ち、更
なる偏向を施したい場合、この光学系ではワイヤグリッド偏光器等の偏光器を１個、追加
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するだけでよい。色別に投射レンズを設けた場合でも各光路に偏光器を配する必要はない
。
【０１１３】
　光路上への部品追加以外では、例えば色プロファイルの修正が本発明の好適な実施に役
立つ。即ち、図２、図３及び図１３に示した映写機５０では従来と同じく赤、緑及び青の
三色で一組としているが、これとは異なる組合せを用いてもよい。例えば赤、緑及び青に
加え別の色も含む組合せを用い色域を拡充することや、どれかを別の色に差し替えて投映
像に色を付けることができる。いずれの場合も、別の組合せを使用するのに必要な修正を
光路上に施せばよい。
【０１１４】
　そして、図１Ａに示した従来の映写機１０と比べると、図２以降に示した構成の映写機
５０はかなり高輝度の像を形成することができる。即ち、図１Ａに示した映写機１０では
、その空間光変調器３０ｒ、３０ｇ及び３０ｂが小型液晶デバイスであるためにラグラン
ジュ不変量及びエネルギ搬送能力が厳しい制約を受けており、提供できる光束が約５００
０ルーメンから高々２５０００ルーメンまでの範囲にとどまっていた。これに対し、図２
以降に示した映写機５０で提供できる光束は多く、３００００ルーメンを超え７００００
ルーメン超の光束を投射することができる。
【０１１５】
　多投射レンズ実施形態
　図１７に、本発明の一実施形態に係る映写機５０を示す。この映写機は光路毎に投射光
学系を分けた構成であり、投射レンズ７０ｒ、７０ｇ及び７０ｂが順に赤色光、緑色光及
び青色光の投射を担っている。また、各光路上には、投射レンズ７０ｒ、７０ｇ及び７０
ｂのうち対応するものに向けてその色の光を収束させるフレネル視野レンズ８４が配され
ている。図１８はこの実施形態における光学部品配置を示す斜視図である。この実施形態
の利点の一つは、さほど大きなレンズ素子が必要にならないことである。従ってその製造
がかなり容易であり、マイクロディスプレイデバイス利用型映写機に比べコスト的にも優
れている。また、図示例では投射レンズ７０ｒ、７０ｇ及び７０ｂを上下に並べて配置し
ているが、他の並べ方をすること、例えば左右に並べることや同一の円上に並べることも
可能である。上下に並べる利点は、画面上でのアスペクト比を単一のアナモルフィックレ
ンズで変えられる点にある。まず、ディジタルシネマでは、画面上でのアスペクト比を１
．８５から２．３９の範囲内で映画毎に設定できる。従って、画面上でのアスペクト比が
空間光変調器のアスペクト比と合わないときがある。そうした場合、例えば画面の縁に空
白を入れて（レターボクシングして）アスペクト比を合わせればよいが、それでは本来使
用できるはずのピクセルが無駄になってしまう。そこで、これを光学的処理で正すため、
相直交する二軸間で像の倍率が異なるアナモルフィックレンズを使用する。上述の実施形
態で複数個の投射レンズを上下に並べているのは、１個のアナモルフィックレンズアタッ
チメント）（シリンドリカルレンズ群）で像の幅を伸縮できるようにするためである。
【０１１６】
　また、空間光変調器６０を大きくすると、複数個ある投射レンズ同士の間隔も自然に大
きくなる。これは、各空間光変調器の光軸が真っ直ぐ映写機外に延びているためである。
投射レンズ間隔が大きいと像に視差が生じやすくなる。これを抑えるにはアナモルフィッ
クレンズアタッチメントを複数個使用するか、或いは非常に大きなものを１個使用するか
、いずれかが必要になろう。同じ理由で、３個ある投射レンズの焦点を調整し合焦状態を
維持するための機構も大きくなる。そこで、本実施形態では、図２６に示すように潜望鏡
構造１５２を用い投射レンズ間隔を抑えている。また、この構造１５２を回動させれば、
各液晶パネルからもたらされる像の横位置合わせをその液晶パネル上の像を実際に回動さ
せることなく行うことができる。
【０１１７】
　更に、偏向反転で光円錐を倍加してあるため各投射レンズに入射する光円錐の左右寸法
はその上下寸法の２倍になっている。照明系に発するこうした光円錐を漏れなく捉えうる
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投射レンズを実現するには、例えば、最も急峻な方向における光円錐の窄まり方に応じて
Ｆナンバーを決め、そのＦナンバーを呈する回転対称の投射レンズを作成すればよい。こ
の方法は最も単純な方法であるが、作成される投射レンズのその上下寸法が照明光ビーム
のそれと違うため、その投射レンズは上下方向に沿って部分的に使用されない。
【０１１８】
　また、より慎重な検討が必要になるが、相直交する二方向でそのＦナンバーが異なる投
射レンズも作成可能である。例えば、その投射レンズに楕円形のアパーチャ絞りを設けれ
ばよい。このように上下方向のＦナンバーを抑え窄まり方を緩くする手法は、第１に、上
下方向の開口寸法が小さくなるため漏洩光が減りその系のコントラスト比が高まる点で有
益であり、第２に、その開口が上下方向に狭い分投射レンズの上下を削れる点で有益であ
る。個々の投射レンズの上下部分を削ることで投射レンズ実装間隔を狭めることが可能に
なり、ひいては３個ある投射レンズ間の視差を抑えることができる。
【０１１９】
　立体映写
　立体映写は３Ｄ上映とも呼ばれており、映画上映の分野で多大な関心を獲得している。
また、その関心は、劇場へのディジタル映写機の普及が進むにつれて増してきている。そ
のなかで最も高い画質が得られるシステムは、一方のレンズを透過する偏向状態の光が他
方のレンズでは阻止されるよう左右のレンズが構成された眼鏡を看者に装着させ、右目用
偏光と左目用偏光を送って右目・左目間に別々の像を届けるものである。この種の立体映
写システムでは、通常、左旋偏光と右旋偏光を利用し左右の目に異なる像を送る。それら
、偏向状態が異なる二種類の光が相互作用すると有色偽像（偽色）が生じるが、映写機出
射光の偏向状態を液晶の作用で全波長に亘り回転させる偏向変換器を設ければ、その有色
偽像をより好適に抑えることができる。また、本発明では、大型液晶パネルを空間光変調
器として用いているので、その液晶の性質に応じた傾向で既に偏向されている光を変調系
から得ることができる。従って、偏向変換器を投射レンズに併設し又は内蔵させ適宜制御
することで、右目に適した偏向状態の光と左目に適した偏向状態の光を時分割で発生させ
ることができ、ＤＭＤ利用型映写機即ち偏向変換を行う前に偏向を施さねばならない映写
機に比べ出射光束が多くなる。また、出射光束が少ない既存の映写機ではディジタル３Ｄ
映写用大型スクリーンを僅かに５フィート・ランベルトにしか照らすことができない。こ
の照度は、既存のディジタルシネマ投射規格即ち１４フィート・ランベルトをかなり下回
っており、既存の映写機ではこれを達成できないことが明らかである。これに対し、本発
明の映写機であれば、大きなエタンデュ値を有する光学系を利用してそうした高い画像形
成性能を実現することができる。
【０１２０】
　図１６に、色別変調系９０の像側に偏向変換器８２を配置した実施形態を示す。ここで
使用する偏向変換器８２は例えば米国コネチカット州ボールダ所在のＣｏｌｏｒｌｉｎｋ
から入手できるＡＬＰＳ（商標）シリーズのデバイスであり、図示しないがその後段には
微調整用偏光器（検光器）がある。ただ、図示の映写機は投射レンズ７０が１個であるの
で、この偏向変換器８２は全可視光域に亘りアクロマティック即ち無彩色なものにしなけ
ればならない。それに対し、図１７に示す映写機では、３個ある投射レンズに対応して偏
向変換器を３個設け、各偏向変換器の偏向軸を右目用・左目用間で切り替える構成を採る
ことができる。この構成であれば、偏向変換器がアクロマティックでなければならない波
長域が単一レンズの場合に比べ狭いため、直線偏向を利用することが可能になり、仕組み
がより単純になる。即ち、円偏向利用時には普通は円偏光眼鏡がほぼ必須なのに対し、直
線偏向利用時はリターデーション部材抜きの偏光器でよいので、直線偏向の方がコスト的
に有利である。
【０１２１】
　図２４に、直線偏向を利用し別の形態で立体映写を行う実施形態を示す。本実施形態で
は、右目向け直線偏光の偏向軸と左目向け直線偏光の偏向軸を互いに直交させ、また液晶
パネル群も右目用と左目用で別々にする。即ち、偏向ビームスプリッタ２１０から出射さ
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れる二種類の偏向成分のうち一方を第１色別変調系９０ａに、またそれと直交する方向の
偏向成分を第２色別変調系９０ｂに、それぞれ供給する。なお、この図では第２色別変調
系９０ｂが枠線のみで描かれているが、その構成は第１色別変調系９０ａとほぼ同じ構成
でよい。前掲の実施形態では偏向軸切替に伴い左右交互に視野が暗くなり右目左目間ちら
つきが目に留まる恐れがあるが、本実施形態ではその偏向軸方向が異なる二種類の光をユ
ーザの目に同時に届けるのでそうしたちらつきが生じない。また、一組の液晶パネル群で
左右の像を得る構成に比べると、右目用と左目用で液晶パネル群を分けるこの構成では液
晶パネル群の駆動速度を１／２に落とすことができ、従って、動偽像の発現を抑えること
ができる。更に、右目用と左目用の二系統ある色別変調系９０ａ及び９０ｂのうち一方に
、偏向状態を回転させることで変調用液晶パネルからの光路長の差を打ち消す半波長板を
設けることで、各変調パネル及びその周辺の光学系に入射する光の偏向状態を一致させる
ことができる。例えば、照明光の偏向状態を偏向反転して偏向状態を一状態に揃えるやり
方に代え、右目用の大型ＴＦＴ液晶パネル群に供給される偏光と左目用の大型ＴＦＴ液晶
パネル群に供給される偏光とが、その偏向状態（偏向軸）が互いに直交した偏光になるよ
う、照明光ビーム中の相直交する偏向成分を両液晶パネル群に配給するやり方を採るとよ
い。その場合、液晶パネルから見て照明側に半波長板を設けてパネル入射光変調状態を液
晶パネル群間で揃える一方、液晶パネルから見て像側に別の半波長板を設けてパネル毎に
偏向状態を回転させれば、右目に届く光と左目に届く光の偏向状態が相直交することとな
る。
【０１２２】
　偏向を利用し右目と左目に別々の情報を届ける方法のほかには、帯域シフトを利用する
方法がある。この方法では、例えば、照明装置を右目用と左目用とに分け互いに異なる帯
域にて交互に発光させる一方、看者には右目用帯域光を右目に通し左目用帯域光を左目に
通す装置を身につけさせておく。或いは、液晶パネル群を右目用と左目用とに分け、照明
光の入射先を適宜切り替えるようにする。いずれのやり方でもよいが、右目と左目の間で
うまく色バランスを確保しホワイトポイントをほぼ一致させることが重要である。
【０１２３】
　以上説明した通り、図２以降に示した映写機５０によれば、大面積のＴＦＴ液晶パネル
を画像発生用の空間光変調器６０ｒ、６０ｇ及び６０ｂとして用い、明るい照明装置でそ
れを照明するようにしたため、総効率を４０～５０％程まで高めることができる。図１Ａ
に示した従来のＬＣＯＳ液晶利用型映写機では、前述の通りこれよりかなり低い効率しか
得られないのが普通である。更に、通例によればそのエタンデュ値を大きくすると光学系
が複雑且つ高価になってしまうはずであるが、この映写機５０では、従来の映写機と違い
そうした障りなしに、従来の映写機より高い輝度及び大きなエタンデュ値を実現すること
ができる。
【０１２４】
　また、以上の詳細説明は本発明の好適な実施形態のうちある特定の実施形態に関するも
のである。ご理解頂ける通り、いわゆる当業者ならば、本発明をこれ以外の形態で実施す
ることや、本発明の技術的範囲を逸脱しないで様々な改良を施すことができる。それら、
他の実施形態や改良発明も、別紙特許請求の範囲によって定義される本発明の技術的範囲
に属するものとする。例えば、近年では新たな種類のＴＦＴを形成できるようになってい
る。共役ポリマ、オリゴマ等の素材を使用したＯＴＦＴ（有機ＴＦＴ）や、単層内適正拡
散させたカーボンナノチューブモノレイヤを有するＴＦＴである。これらのＴＦＴも使用
することができる。空間光変調器としては、光変調用液晶デバイスのほか、より最近に開
発されたもの、例えばファラデー効果を利用して光を変調するＭＰＣデバイスも使用でき
る。従って、本発明は、ＴＦＴ液晶パネルを利用して像を投射する電子映写機に限定され
るものではない。
【図面の簡単な説明】
【０１２５】
【図１Ａ】従来技術に係るＬＣＯＳ液晶利用映写機を示すブロック図である。
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【図１Ｂ】その変形例に係る映写機を示すブロック図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る大型ＴＦＴ液晶パネル利用映写機を示すブロック図で
ある。
【図３】図２に示した映写機に備わる特徴事項のうち幾つかを示すブロック図である。
【図４】図２に示した映写機における光ビームの光路を示す斜視図である。
【図５】本発明で使用する照明装置の一例を示すブロック図である。
【図６】テレセントリックレンズを用い本発明を実施する際に発生する横方向色収差を示
す平面図である。
【図７Ａ】従来技術で使用される大型液晶パネルを示す断面図である。
【図７Ｂ】本発明で使用する簡素な大型液晶パネルの一例を示す断面図である。
【図８】本発明で使用する投射レンズの一例を示す側面図である。
【図９】その構成要素を示す側面図である。
【図１０】本発明で使用する投射レンズの別例、特に一組の反射面で変調光路を屈曲させ
るものを示す斜視図である。
【図１１】その構成要素を図１０とは別の角度から見た接近斜視図である。
【図１２】反射面の使用で生じる視野歪みを示す平面図である。
【図１３】空間光変調器のうち１個の向きを変えた実施形態を示すブロック図である。
【図１４】Ｆナンバーの違いによる映写機スループット効率の違いを示すグラフである。
【図１５】液晶パネルのサイズと横方向色収差の関係を示すグラフである。
【図１６】検光器ポジションの別例を示すブロック図である。
【図１７】投射レンズを各色光路に設けた実施形態を示すブロック図である。
【図１８】図１７に示した３投射レンズ式映写機の構成要素を示す斜視図である。
【図１９Ａ】二種類のランプを例に強度対位置特性を示すグラフである。
【図１９Ｂ】同じくスポット径別パワー対位置を示すグラフである。
【図１９Ｃ】同じく強度対角度特性を示すグラフである。
【図１９Ｄ】同じく遠視野強度対角度特性を示すグラフである。
【図２０Ａ】キセノン管球ランプ複数個と偏向反転器を用いた映写機で生じる重複スポッ
トを示す図である。
【図２０Ｂ】同じくエネルギ密度特性曲線同士の重複を示す図である。
【図２１Ａ】本発明で使用する照明装置の別例、特に管球ランプを使用するものを示す正
面図である。
【図２１Ｂ】同じく側面図である。
【図２１Ｃ】それにより形成される像を示す図である。
【図２２Ａ】偏向反転器付ＬＥＤアレイの側面図である。
【図２２Ｂ】同じく正面図である。
【図２３】その光源としてＬＥＤアレイを用いる実施形態を示す模式図である。
【図２４】その偏向軸が異なる二種類の右目用の直線偏光と左目用の直線偏光を別々の光
路を介し対応する目に届けて立体映写を行う実施形態を示す図である。
【図２５】本発明で使用する空間光変調器の一例を示すブロック図である。
【図２６】各色光路長が互いに異なる実施形態を示す斜視図である。
【図２７】ディザリング機構を有する実施形態を示す斜視図である。
【符号の説明】
【０１２６】
　１０，５０　映写機、１２　むら補正器、１４ａ　実際の像、１４ｐ　近軸像、１４ｒ
，１４ｇ，１４ｂ　赤色（Ｒ）、緑色（Ｇ）及び青色（Ｂ）の像、２０　多色光源、２０
ｒ，２０ｇ，２０ｂ　ＲＧＢ各色光源、２２　むら補正器、２２ｒ，２２ｇ，２２ｂ　Ｒ
ＧＢ別むら補正器、２４ｒ，２４ｇ，２４ｂ　ＲＧＢ別偏向ビームスプリッタ、２６　ダ
イクロイック結合器、２８　照明装置、２８ｒ，２８ｇ，２８ｂ，８２ｒ，８２ｇ，８２
ｂ　ＲＧＢ別レンズ、３０ｒ，３０ｇ，３０ｂ　ＲＧＢ別反射性空間光変調器、３２，７
０　投射レンズ、３４　偏光反射器、３６，２０２，２１０　偏向ビームスプリッタ、３
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８　照明光ビーム、３８ｇ，５８，６４，６６，１０２　反射面、４０　表示画面、４２
，６４ｒ，６４ｇ，６４ｂ，１９４　半波長板、４４　偏向選択性反射膜、５２　低温鏡
、５４，５６，６８，７２　ダイクロイック面（波長選択面）、６０ｒ，６０ｇ，６０ｂ
　ＲＧＢ別透光性空間光変調器（変調用液晶パネル）、６２　テレセントリックレンズ、
７０ｒ，７０ｇ，７０ｂ　ＲＧＢ別投射レンズ、７６　色成分分離器、７８，８０　湾曲
反射面、８２　偏向変換器、８４　フレネル視野レンズ、９０，９０ａ，９０ｂ　色別変
調系、９２　色成分結合器、１１８　変調用液晶パネル、１２０　液晶層、１２２　薄膜
トランジスタ（ＴＦＴ）、１２４　ＩＴＯ層、１２６　ガラス板、１２８　偏光膜、１３
０　補償膜、１３２　色フィルタアレイ、１３４，１３６，１４７，１４８　抗反射被覆
、１３７　偏光検光器、１３８　ディザ板、１３９　摩擦レス屈曲回動ベアリング、１４
０　媒体駆動回路、１４１　電源、１４２，１４３　窓、１４６　散光層、１５０　塵埃
阻止シール、１５２　潜望鏡構造、１８０　管球ランプ、１８２　アークギャップ、１８
４　リフレクタ、１８６　焦点、１８８　像、１９０　発光ダイオード（ＬＥＤ）アレイ
、１９０ｒ，１９０ｇ，１９０ｂ　ＲＧＢ各色ＬＥＤアレイ、１９２　偏向ビームスプリ
ッタアレイ、１９６　放熱器、１９８　チップ基板、２００　ＬＥＤ、２０４　照明光中
継器、２０６　スポット、２０８　強度曲線、２５０ｒ，２５０ｇ，２５０ｂ　ＲＧＢ各
色光路、Ｏ　共通光軸、Ｏｒ，Ｏｇ，Ｏｂ　ＲＧＢ各色光軸。

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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【図４】
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【図７Ａ】

【図７Ｂ】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７】 【図１８】

【図１９Ａ】 【図１９Ｂ】
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【図１９Ｃ】 【図１９Ｄ】

【図２０Ａ】 【図２０Ｂ】
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【図２１Ａ】 【図２１Ｂ】

【図２１Ｃ】

【図２２Ａ】

【図２２Ｂ】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】

【図２６】

【図２７】
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【国際調査報告】



(45) JP 2009-538447 A 2009.11.5

10

20

30

40



(46) JP 2009-538447 A 2009.11.5

10

20

30

40



(47) JP 2009-538447 A 2009.11.5

10

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM),
EP(AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MT,NL,PL,PT,RO,SE,SI,SK,TR),OA(
BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BH,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,
CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KM,KN,KP,K
R,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PG,PH,PL,PT,RO,RS,RU,SC
,SD,SE,SG,SK,SL,SM,SV,SY,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,ZA,ZM,ZW

(72)発明者  バートレイ　ジョセフ　レイモンド
            アメリカ合衆国　ニューヨーク　ロチェスター　サドルバック　トレイル　２８
Ｆターム(参考) 2H087 KA06  LA01  NA02  RA45  RA47  RA48  TA01  TA04  UA01 
　　　　 　　  2H088 EA15  EA37  HA08  HA13  HA20  HA24  MA06  MA20 
　　　　 　　  2K103 AA01  AA05  AA16  AA19  AA27  AB04  BA02  BA03  BA04  BC07 
　　　　 　　        BC11  BC14  BC19  BC23  BC24  BC27  BC29  BC33  BC41  BC45 
　　　　 　　        BC47  BC48  CA19  CA26  CA29  CA46  CA53  CA54  CA60  CA67 
　　　　 　　        CA75  CA76 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

